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別添

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達）」
の一部を改正する新旧対照表

改正案 現 行

別添１ 別添１

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領 放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領

１．目的 １．目的
本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和５２年運 本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和５２年運

輸省令第３３号。以下「規則」という。）及び放射性同位元 輸省令第３３号。以下「規則」という。）及び放射性同位元
素等車両運搬規則の細目を定める告示（平成２年運輸省告示 素等車両運搬規則の細目を定める告示（平成２年運輸省告示
第５９５号。以下「告示」という。）の主な条項の解釈及び 第５９５号。以下「告示」という。）の主な条項の解釈及び
取扱い並びに放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３ 取扱い並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関
２年法律第１６７号。以下「放射性同位元素等規制法」とい する法律（昭和３２年法律第１６７号。以下「放射線障害防
う。）第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み 止法」という。）第１８条第２項に規定する確認の申請、規
替えて適用する場合を含む。）に規定する確認の申請、規則 則第１８条の承認の申請（以下「特別措置運搬承認申請」と
第１８条の承認の申請（以下「特別措置運搬承認申請」とい いう。）及び放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関
う。）及び放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に に関する省令（平成１７年国土交通省令第６０号）第２条の
関する省令（平成１７年国土交通省令第６０号）第２条の承 承認（以下「積載方法承認」という。）の申請等について実
認（以下「積載方法承認」という。）の申請等について実施 施細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を
細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図 図ることを目的とする。
ることを目的とする。

２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い ２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）
(4) 規則第８条関係 (4) 規則第８条関係
(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているもの (ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているもの
にあっては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の にあっては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の
側方からできるだけ見やすい箇所に告示第４条に定める 側方からできるだけ見やすい箇所に告示第四条に定める
標識を付すこと。 標識を付すこと。
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(ﾛ)～(ﾎ) （略） (ﾛ)～(ﾎ) （略）
(5)～(12) （略） (5)～(12) （略）
(13) 規則第１５条の４（告示第１１条の３）関係 (13) 規則第１５条の４関係
(ｲ) 告示第１１条の３第４号の「その他国土交通大臣が必
要と認める事項」は、次に掲げる事項とする。
１)特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関す
る事項（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規
則（昭和３５年総理府令第５６号。以下「施行規則」
という。）第２４条の２の８第１項の表第１号又は同
表第２号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性
輸送物の運搬に従事する者に限る。）

２）その他必要と認められる事項
(ﾛ) 教育及び訓練については、定期的に計画し実施するこ 教育及び訓練については、定期的に計画し実施すること。
と。

(ﾊ) 教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び
訓練を受けた者の氏名を記録し、１年間保存すること。

(14) 規則第１６条第２項関係 (14) 規則第１６条第２項関係
「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当す 「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当す

る者とする。 る者とする。
(ｲ)・(ﾛ) （略） (ｲ)・(ﾛ) （略）
(ﾊ) 放射性同位元素等規制法第３５条に規定する第１種放 (ﾊ) 放射線障害防止法第３５条に規定する第１種放射線取
射線取扱主任者免状又は第２種放射線取扱主任者免状を 扱主任者免状又は第２種放射線取扱主任者免状を有する
有する者 者

(ﾆ) （略） (ﾆ) （略）
(15) 規則第１６条の２第１項第１号関係 （新設）
(ｲ) 施行規則第２４条の２の８第１項の表第１号に規定す
る特定放射性同位元素を含む放射性輸送物（以下「強化
セキュリティ輸送物」という。）は非開放型の車両（バ
ン型自動車、有がい貨物車又は有がい貨物車と同等の措
置を講じた車両をいう。以下同じ。）又は非開放型のコ
ンテナに積載して運搬すること。ただし、特定放射性同
位元素の防護のための施錠と同等以上の措置を講じた場
合、当該輸送物（取扱単位毎）の重量が２，０００キロ
グラムを超える場合又は放射線障害を防止するための措
置に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。

(ﾛ) 運搬中に積替え等のため強化セキュリティ輸送物を一
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時保管する場合には、保管室又は保管庫に保管し、その
扉には施錠を施すとともに、監視カメラ等を設置し監視
すること。

(16) 規則第１６条の２第１項第２号関係 （新設）
非開放型の車両以外の車両又は非開放型のコンテナ以外

のコンテナに積載して運搬する場合は、放射線障害を防止
するための措置に支障がない範囲において強化セキュリテ
ィ輸送物が見えないようにカバー等で覆うこと。

(17) 規則第１６条の２第１項第３号関係 （新設）
強化セキュリティ輸送物を運搬する車両について、盗取

が行われることがないよう適切な方法により、当該車両の
盗取を防止する措置を講じること。

(18) 規則第１６条の２第１項第４号関係 （新設）
「連絡体制」として整備しなければならない事項は、次

の事項とする。なお、運搬責任者及び運搬実施者について
は、２．（19）を参照のこと。
(ｲ) 運搬する車両及び伴走車両がある場合には車両ごとに
相互に連絡通報を行うことができること。

(ﾛ) 運搬中、運搬責任者が電話等により、運搬実施者から
連絡を受ける場所（以下「指定連絡場所」という。）を
指定すること。

(ﾊ) 指定連絡場所へ連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上
の連絡すべき場所を定めること。

(ﾆ) ２つ以上の通信設備を設けること。
(19) 規則第１６条の２第１項第５号関係 （新設）
(ｲ) 規則第１６条の２第１項第５号に定める放射性輸送物
の運搬に関する責任者（以下「運搬責任者」という。）
は運搬の実務上の責任者であって、放射線障害の防止及
び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置につい
て統一的に管理するため、運搬計画全体に係る管理的又
は監督的地位にある者のうちから選任すること。

(ﾛ) 運搬責任者は、実際に運搬に従事する者（以下「運搬
従事者」という。）のうちから当該運搬従事者を統括す
る者（以下「運搬実施者」という。）を選任すること。

(ﾊ) 運搬責任者は運搬実施者に対し、放射線障害の防止及
び特定放射性同位元素の防護のために必要な指示を行う
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とともに、次の措置を講じさせること。
１）運搬開始前に強化セキュリティ輸送物及び運搬車両
に対し、不正な改造及び不審物の有無について検査さ
せること。

２）運搬開始前、積替え時及び到着時には、強化セキュ
リティ輸送物の施錠又は封印及び非開放型の車両の荷
室若しくは非開放型のコンテナの施錠に異常がないこ
とを点検すること。ただし、当該輸送物が非開放型の
車両又は非開放型のコンテナに積載されている場合の
当該輸送物の施錠又は封印の確認については、当該車
両の荷室若しくはコンテナの施錠の確認をもって代え
ることができる。

３）規則第１３条に定める「書類」を携行させること。
４）(18)(ﾊ)の連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上の連
絡すべき場所において、指定連絡場所へ連絡を行うこ
と。

５）駐車時及び停車時においては、強化セキュリティ輸
送物を連続的に監視すること。ただし、非開放型の車
両又は非開放型のコンテナに積載して運搬する場合は
この限りでない。

６）運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合
であっても、実施可能な範囲で放射線障害の防止及び
特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じ
させること。

７）強化セキュリティ輸送物の盗取又は所在不明が発生
した場合に、その発生を検知し、問題が発生した場所
及び時期を特定するため、適切な方法（バーコード入
力による追跡システム又はマニフェスト等）により当
該輸送物の追跡管理を行うこと。ただし、運搬責任者
が運搬実施者から連絡すべき時間間隔又は運搬経路上
の連絡すべき場所を定め、連絡を受けることにより盗
取又は所在不明となった場所及び時期を特定すること
が可能な場合は、この限りでない。

８）強化セキュリティ輸送物を積載した車両が盗取され
た場合に、当該車両の現在位置を特定することができ
るよう適切な方法により追跡管理を行うこと。ただし、
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当該盗取が発生し、又は発生するおそれがある場合に、
治安当局等関係機関へ通報できるよう２人以上の運搬
従事者（運搬実施者、同行する専門家及び見張人を含
む。）により運搬する場合は、この限りでない。

９）運搬実施者及び運搬従事者（同行する専門家及び見
張人を含む。）に、運搬に従事する間、本人であるこ
とが確認できる公的機関が発行した顔写真付きの証明
書等を携帯させること。

(20) 規則第１６条の２第１項第６号関係 （新設）
(ｲ) 運搬責任者は見張人に対し、放射線障害の防止及び特
定放射性同位元素の防護のために必要な指示を行うとと
もに、次の措置を講じさせること。
１）輸送中においては、積載車両を連続的に監視するこ
と。

２）輸送中の駐車時及び停車時においては、強化セキュ
リティ輸送物を連続的に監視すること。ただし、当該
輸送物が非開放型の車両又は非開放型のコンテナに積
載されている場合、当該車両の荷室若しくはコンテナ
の確認をもって代えることができる。

(ﾛ) 「見張人の配置と同等以上の措置」とは、監視カメラ
による遠隔監視等のほか、運搬途中において計画的に駐
車しない場合又は積替えを行わない場合であって、非開
放型の車両又はコンテナに積載し、当該車両又はコンテ
ナに施錠して運搬される場合をいう。

(21) 規則第１６条の２第１項第７号関係 （新設）
強化セキュリティ輸送物の盗取、当該輸送物の取扱いに

対する妨害行為若しくは当該輸送物を運搬する車両若しく
は特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは
装置に対する破壊行為に迅速に対応するため、治安当局と
あらかじめ打ち合わせを行った上で、次の事項に考慮した
緊急時対応計画（規則第１６条の２第１項第７号に規定す
る計画をいう。以下同じ。）を作成すること。
(ｲ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制（経営
責任者の関与を含む。）に関すること。

(ﾛ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な具体的な措
置に関すること。
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(ﾊ) 応急措置の実施に関すること。
(ﾆ) 被害拡大防止に関すること。
(ﾎ) 緊急時の対応措置を確実に実施するための運搬従事者
に対する教育及び訓練に関すること。

(ﾍ) 核セキュリティ文化の醸成（経営責任者の関与を含
む。）、品質保証及び持続可能性プログラムに関すること。

(22) 規則第１６条の２第１項第８号関係 （新設）
次に掲げる特定放射性同位元素の防護のために必要な措

置に関する詳細な事項については、当該事項の範囲及び業
務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めること
により、その漏えいの防止を図ること。
(ｲ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装
置に関する詳細な事項

(ﾛ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な連絡に関す
る詳細な事項

(ﾊ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制に関す
る詳細な事項

(ﾆ) 見張人による監視に関する詳細な事項
(ﾎ) 緊急時対応計画に関する詳細な事項
(ﾍ) 強化セキュリティ輸送物の運搬に関する詳細な事項

(23) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１ （新設）
６条の２第１項第１号関係
(ｲ) 施行規則第２４条の２の８第１項の表第２号に規定す
る特定放射性同位元素を含む放射性輸送物（以下「基礎
的セキュリティ輸送物」という。）は非開放型の車両又
は非開放型のコンテナに積載して運搬すること。ただし、
特定放射性同位元素の防護のための施錠と同等以上の措
置を講じた場合、当該輸送物（取扱単位毎）の重量が２，
０００キログラムを超える場合又は放射線障害を防止す
るための措置に支障を及ぼすおそれがある場合は、この
限りでない。

(ﾛ) 運搬中に積替え等のため基礎的セキュリティ輸送物を
一時保管する場合には、保管室又は保管庫に保管し、そ
の扉には施錠を施すとともに、監視カメラ等を設置し監
視すること。

(24) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１ （新設）
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６条の２第１項第２号関係
非開放型の車両以外の車両又は非開放型のコンテナ以外

のコンテナに積載して運搬する場合は、放射線障害を防止
するための措置に支障がない範囲において基礎的セキュリ
ティ輸送物が見えないようにカバー等で覆うこと。

(25) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１ （新設）
６条の２第１項第３号関係
基礎的セキュリティ輸送物を運搬する車両について、盗

取が行われることがないよう適切な方法により、当該車両
の盗取を防止する措置を講じること。

(26) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１ （新設）
６条の２第１項第５号関係
(ｲ) 運搬責任者は運搬の実務上の責任者であって、放射線
障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要
な措置について統一的に管理するため、運搬計画全体に
係る管理的又は監督的地位にある者のうちから選任する
こと。

(ﾛ) 運搬責任者は、運搬従事者のうちから運搬実施者を選
任すること。

(ﾊ) 運搬責任者は運搬実施者に対し、放射線障害の防止及
び特定放射性同位元素の防護のために必要な指示を行う
とともに、次の措置を講じさせること。
１）運搬開始前に基礎的セキュリティ輸送物及び運搬車
両に対し、不正な改造及び不審物の有無について検査
させること。

２）運搬開始前、積替え時及び到着時には、基礎的セキ
ュリティ輸送物の施錠又は封印及び非開放型の車両の
荷室若しくは非開放型のコンテナの施錠に異常がない
ことを点検すること。ただし、当該輸送物が非開放型
の車両又は非開放型のコンテナに積載されている場合
の当該輸送物の施錠又は封印の確認については、当該
車両の荷室若しくはコンテナの施錠の確認をもって代
えることができる。

３）規則第１３条に定める「書類」を携行させること。
４）運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合
であっても、実施可能な範囲で放射線障害の防止及び
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特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じ
させること。

５）基礎的セキュリティ輸送物の盗取又は所在不明が発
生した場合に、その発生を検知し、問題が発生した場
所及び時期を特定するため、適切な方法（バーコード
入力による追跡システム又はマニフェスト等）により
当該輸送物の追跡管理を行うこと。ただし、運搬責任
者が運搬実施者から連絡すべき時間間隔又は運搬経路
上の連絡すべき場所を定め、連絡を受けることにより
盗取又は所在不明となった場所及び時期を特定するこ
とが可能な場合は、この限りでない。

６）運搬実施者及び運搬従事者（同行する専門家を含む。）
に、運搬に従事する間、本人であることが確認できる
公的機関が発行した顔写真付きの証明書等を携帯させ
ること。

(27) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１ （新設）
６条の２第１項第８号関係
放射性輸送物の運搬経路に関する詳細な事項とは、基礎

的セキュリティ輸送物の運搬経路における経由地点、区間、
キロ程、路線名、所要時間等をいう。

(28) （略） (15) （略）

３．放射性輸送物の運搬の確認申請等 ３．放射性輸送物の運搬の確認申請等
規則第１９条に規定する放射性同位元素等を運搬しようと 規則第１９条に規定する放射性同位元素等を運搬しようと

する場合は、次の要領で放射性同位元素等規制法第１８条第 する場合は、次の要領で放射線障害防止法第１８条第２項に
２項（同法第２５条の５の規定により読み替えて適用する場 規定する国土交通大臣の確認を受けること（放射線障害防止
合を含む。）に規定する国土交通大臣の確認を受けること（放 法第４１条の１９に規定する登録運搬方法確認機関に係るも
射性同位元素等規制法第４１条の１９に規定する登録運搬方 のを除く。）。
法確認機関に係るものを除く。）。
(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

４．（略） ４．（略）

５．積載方法承認の申請等 ５．積載方法承認の申請等
(1) 申請 (1) 申請

積載方法承認を受けようとする者は、別表第２の第１欄 積載方法承認を受けようとする者は、別表第２の第１欄
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に掲げる記載事項について同表の第２欄の記載要領等に従 に掲げる記載事項について同表の第２欄の記載要領等に従
って記載した積載方法承認申請書及び別表第３の第２欄の って記載した積載方法承認申請書及び別表第３の第２欄の
記載要領等に従って記載した同表の第１欄に掲げる添付書 記載要領等に従って記載した同表の第１欄に掲げる添付書
類正副２通を提出すること。 類正副２通を提出すること。
この場合において、当該申請書等は、別表第４の第１欄 この場合において、当該申請書等は、別表第４の第１欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第２欄に掲げる所 に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の第２欄に掲げる所
管課に提出すること。なお、施行規則第１８条の１７第３ 管課に提出すること。なお、放射性同位元素等による放射
項に規定する容器については、一括して申請することがで 線障害の防止に関する法律施行規則（昭和３５年総理府令
きる。 第５６号）第１８条の１７第３項に規定する容器について

は、一括して申請することができる。
(2) 承認の基準 (2) 承認の基準

積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合している 積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合している
ものについて行うものとする。 ものについて行うものとする。
(ｲ)・(ﾛ) （略） (ｲ)・(ﾛ) （略）
(ﾊ) 放射性同位元素等規制法第１８条第２項（同法第２５ (ﾊ) 放射線障害防止法第１８条第２項に基づく国土交通大
条の５の規定により読み替えて適用する場合を含む。） 臣の確認を受けたものと輸送容器及び固縛方法等が同一
に基づく国土交通大臣の確認を受けたものと輸送容器及 であって、国土交通大臣が規則等で定める技術上の基準
び固縛方法等が同一であって、国土交通大臣が規則等で に適合すると認めたもの。
定める技術上の基準に適合すると認めたもの。

(ﾆ) （略） (ﾆ) （略）
(3) （略） (3) （略）
(4) 変更届 (4) 変更届

積載方法承認に係る次に掲げる変更があった場合には、 積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所
積載方法承認を受けた者はその旨を国土交通大臣に届け出 に変更があったときは、３０日以内にその旨を国土交通大
ること。この場合において、(ｲ)に掲げる変更については、 臣に届け出ること。
変更があった日から３０日以内に、(ﾛ)及び(ﾊ)に掲げる変 また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合
更については、あらかじめ国土交通大臣へ届け出ること。 （次に掲げる変更に限る。）には、積載方法が変更前と同
(ｲ) 積載方法承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所 等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。
(ﾛ) 積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合（次 (ｲ)車両の型式に変更がない場合
に掲げる変更に限る。ただし、積載方法が変更前と同等 (ﾛ)けん引自動車を変更した場合
である場合に限る。） (ﾊ)国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車（ＩＳＯ規
１）車両の型式に変更がない場合 格の２０フィートコンテナをツイストロックにより固定
２）けん引自動車を変更した場合 して輸送することができる構造を有しているものに限る。
３）国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車（ＩＳ （以下「コンテナセミトレーラ」という））を異型式の
Ｏ規格の２０フィートコンテナをツイストロックによ コンテナセミトレーラに変更する場合。
り固定して輸送することができる構造を有しているも
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のに限る。（以下「コンテナセミトレーラ」という。）
を異型式のコンテナセミトレーラに変更する場合

(ﾊ) 積載方法承認に係る承認容器の容器承認書番号及び容
器登録番号に変更があった場合（次に掲げる変更に限
る。）
１）変更前の承認容器と容器型式個別番号並びに設計・
仕様及び構造が同一の容器を追加するため、施行規則
第１８条の１７に基づく容器承認の申請を行い、原子
力規制委員会より同規則第１８条の１８に基づき新た
な容器承認書の交付を受けた場合

２）承認容器の使用期間を更新するため、施行規則第１
８条の１９第１項の規定に基づく使用期間の更新申請
を行い、原子力規制委員会より同条第３項に基づき、
原子力規制委員会より新たに容器承認書の交付を受け
た場合

３）容器承認書の交付を受けた者が施行規則第１８条の
２０第１項に基づき容器承認書の変更届出を行ったこ
とにより、原子力規制委員会より変更の容器承認書の
交付を受けた場合

別表第１ 運搬計画書等記載事項等 別表第１ 運搬計画書等記載事項等

記 載 事 項 記 載 要 領 等 記 載 事 項 記 載 要 領 等

１．（略） （略） １．（略） （略）

２．当該規定に従って運搬す ２．当該規定に従って運搬す
ることが著しく困難な規定 ることが著しく困難な規定
及びその理由並びに安全な 及びその理由並びに安全な
運搬を確保するために特に 運搬を確保するために特に
講ずる措置（規則第１８条 講ずる措置（第１８条第１
第１項の規定に基づく承認 項の規定に基づく承認申請
申請のみ） のみ）

３．当該規定によらないで運 ３．当該規定によらないで運
搬することとする規定及び 搬することとする規定及び
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その理由、安全な運搬を確 その理由、安全な運搬を確
保するために特に講ずる措 保するために特に講ずる措
置、規則第１８条第２項の 置、第１８条第２項の表の
表の下欄に掲げる基準への 下欄に掲げる基準への適合
適合状況並びに当該規定に 状況並びに当該規定によら
よらないで運搬することと ないで運搬することとして
しても安全上支障がないこ も安全上支障がないことの
との説明（規則第１８条第 説明（第１８条第２項の規
２項の規定に基づく承認申 定に基づく承認申請のみ）
請のみ）

４．原子力規制委員会の承認 ４．原子力規制委員会の承認
の内容及び承認の理由、安 の内容及び承認の理由、安
全な運搬を確保するために 全な運搬を確保するために
特に講ずる措置並びに表面 特に講ずる措置並びに表面
における線量当量率が２ミ における線量当量率が２ミ
リシーベルト毎時を超え１ リシーベルト毎時を超え１
０ミリシーベルト毎時以下 ０ミリシーベルト毎時以下
の放射性輸送物を運搬する の放射性輸送物を運搬する
場合には、規則第１８条第 場合には、第１８条第３項
３項第１号及び第２号に掲 第１号及び第２号に掲げる
げる基準への適合状況（規 基準への適合状況（第１８
則第１８条第３項の規定に 条第３項の規定に基づく承
基づく承認申請のみ） 認申請のみ）

５．～８． （略） （略） ５．～８． （略） （略）

９．運搬しようとする放射性 ９．運搬しようとする放射性
輸送物 輸送物
(1)～(5) （略） （略） (1)～(5) （略） （略）
(6)放射性輸送物に貼付す ○ (6)については、第１類白 (6)放射性輸送物に貼付す ○ (6)については、第１類白
る標識及び行う表示 標識、第２類黄標識又は第 る標識及び行う表示 標識、第２類黄標識又は第

３類黄標識のうち、いずれ ３類黄標識のうち、いずれ
のものを何枚貼付するのか、 のものを何枚貼付するのか、
「Ａ型」、「ＴＹＰＥ Ａ」、 「Ａ型」、「ＴＹＰＥＡ」、「Ｂ
「ＢＭ型」、「ＴＹＰＥ Ｂ Ｍ型」、「ＴＹＰＥＢ（Ｍ）」、
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（Ｍ）」、「ＢＵ型」、「ＴＹ 「 Ｂ Ｕ 型 」、「 Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ Ｂ
ＰＥ Ｂ（Ｕ）」、「ＩＰ－ （Ｕ）」、「ＩＰ－１型」、「Ｔ
１型」、「ＴＹＰＥ ＩＰ－ ＹＰＥＩＰ－１」、「ＩＰ－
１」、「ＩＰ－２型」、「ＴＹ ２ 型 」、「 Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ Ｉ Ｐ －
ＰＥ ＩＰ－２」、「ＩＰ－ ２」、「ＩＰ－３型」又は「Ｔ
３型」又は「ＴＹＰＥ Ｉ ＹＰＥＩＰ－３」の文字の
Ｐ－３」の文字のうち、い うち、いずれの表示を行う
ずれの表示を行うのか及び のか及び総重量の表示につ
総重量の表示について記載 いて記載し、また、国連番
し、また、国連番号を表示 号を表示する場合には、「Ｕ
する場合には、「ＵＮ」の Ｎ」の文字に続け、その旨
文字に続け、その旨につい についても記載すること。
ても記載すること。

(7)～(11) （略） （略） (7)～(11) （略） （略）

10.～13. （略） （略） 10.～13. （略） （略）

14.運搬実施体制 ○ (1)において運搬責任者に 14.運搬実施体制 ○ (1)において運搬責任者に
(1) 運搬責任者、運搬実施 ついては氏名と連絡先を、 (1) 運搬責任者、運搬実施 ついては､運搬の実務上の責
者、同行する専門家及び 運搬実施者については氏名 者、同行する専門家及び 任者であって必要な際に連
その他の運搬従事者 を、同行する専門家につい その他の運搬従事者 絡のとれる者の氏名と連絡

ては氏名、所属、資格等を、 先を、運搬実施者について
その他の運搬従事者につい は実際に運搬に従事する者
ては人数を記載すること。 （運搬従事者）の統轄者の
ただし、規則第１８条第１ 氏名を、同行する専門家に
項から第３項までの規定に ついてはその氏名、所属、
基づく承認申請の場合には、 資格等を、その他の運搬従
その他の運搬従事者の全氏 事者については人数を記載
名も記載すること。 すること。ただし、第１８

条第１項から第３項までの
規定に基づく承認申請の場
合には、その他の運搬従事
者の全氏名も記載すること。

(2) （略） （略） (2) （略） （略）
(3) 被ばく管理要領（規則 （略） (3) 被ばく管理要領（第１ （略）
第１８条第１項から第３ ８条第１項から第３項ま
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項までの規定に基づく承 での規定に基づく承認申
認申請のみ） 請のみ）

(4)～(6) （略） （略） (4)～(6) （略） （略）

15.・16. （略） （略） 15.・16. （略） （略）

17．特定放射性同位元素の運
搬に係る措置

(1) 放射性輸送物の種類 ○ (1)については、強化セキ
ュリティ輸送物又は基礎的
セキュリティ輸送物の別を
記載すること。

(2) 放射性輸送物の施錠、封 ○ (2)については、放射性輸
印 送物の施錠又は封印に関し

記載すること。
(3) 荷室又はコンテナの施錠 ○ (3)については、施錠方法

及び鍵の管理について記載
すること。

(4) 車両の盗取防止 ○ (4)については、車両の盗
取を防止するための措置を
記載すること。

(5) 放射性輸送物の積載方法 ○ (5)については、非開放型
の車両以外の車両又は非開
放型のコンテナ以外のコン
テナに積載する場合の措置
又は措置を講じられない理
由を記載すること。

(6) 連絡体制（強化セキュリ ○ (6)については、通信設備、
ティ輸送物に限る。） 指定連絡場所、連絡をすべ

き時間間隔又は場所等を記
載すること。

(7) 見張人の配置（強化セキ ○ (7)については、見張人の
ュリティ輸送物に限る。） 配置状況を記載すること。

(8) 緊急時対応計画（強化セ ○ (8)については、緊急時対
キュリティ輸送物に限る。） 応計画の概要を記載するこ

と。
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(9) 情報管理 ○ (9)については、情報の管
理方法の概要を記載するこ
と。

18． （略） （略） 17. （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

別表第２ 別表第２

記 載 事 項 記 載 要 領 等 記 載 事 項 記 載 要 領 等

１．申請書本文 ○ 申請書本文の様式は第３ １．申請書本文 ○ 申請書本文の様式は第３
号様式によること。なお、 号様式によること。なお、
申請者は、放射性同位元素 申請者は、放射線障害防止
等規制法第１８条第２項（同 法第１８条第２項の確認申
法第２５条の５の規定によ 請時の申請者又は同法第１
り読み替えて適用する場合 ８条第３項の容器承認の申
を含む。）の確認申請時の 請者と同法第１８条第２項
申請者又は同法第１８条第 の申請の際の運搬を委託さ
３項の容器承認の申請者と れた者との連名によるもの
同法第１８条第２項（同法 とする。
第２５条の５の規定により また、申請者が法人であ
読み替えて適用する場合を る場合にあっては、その代
含む。）の申請の際の運搬 表者の氏名を付記すること。
を委託された者との連名に
よるものとする。
また、申請者が法人であ

る場合にあっては、その代
表者の氏名を付記すること。

２．・３． （略） （略） ２．・３． （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

別表第３ （略） 別表第３ （略）
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別表第４ （略） 別表第４ （略）

第１号様式（放射性輸送物運搬確認申請書） 第１号様式（放射性輸送物運搬確認申請書）

放射性輸送物運搬確認申請書 放射性輸送物運搬確認申請書

正本には、所定の金 正本には、所定の金

額の収入印紙を貼り、 額の収入印紙を貼り、

消印しないこと。 消印しないこと。

国土交通大臣 殿 国土交通大臣 殿

文 書 番 号 文 書 番 号

年 月 日 年 月 日

申請者の氏名 ㊞ 申請者の氏名 ㊞

又 は 名 称 又 は 名 称

住 所 住 所

連 絡 先 連 絡 先

別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射性同位元素等 別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射性同位元素等

の規制に関する法律第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み替え による放射線障害の防止に関する法律第１８条第２項の確認をして戴きたく申

て適用する場合を含む。）の確認をして戴きたく申請します。 請します。

備考 （略） 備考 （略）

第２号様式 （略） 第２号様式 （略）
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第３号様式 （略） 第３号様式 （略）

別添２ 別添２

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領 核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領

１． （略） １． （略）

２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い ２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）
(4) 規則第９条関係 (4) 規則第９条関係
(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているもの (ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているもの
にあっては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の にあっては、当該コンテナの四隅の柱、床板の側面等の
側方からできるだけ見やすい箇所に告示第４条に定める 側方からできるだけ見やすい箇所に告示第四条に定める
標識を付すこと。 標識を付すこと。

(ﾛ)～(ﾎ) （略） (ﾛ)～(ﾎ) （略）
(5)～(10) （略） (5)～(10) （略）
(11) 規則第１４条 (11) 規則第１４条
(ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能 (ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能
であるものを含む。）は、各運搬物に関する次の事項に であるものを含む。）は、各運搬物に関する次の事項に
ついての記載を含むものであること。ただし、本邦内の ついての記載を含むものであること。ただし、本邦内の
みを運搬されるものにあっては、１）から４）までの事 みを運搬されるものにあっては、１）から４）までの事
項及び13）の事項における英語の文字について、省略す 項及び13）の事項における英語の文字について、省略す
ることができる。 ることができる。
１）～９） （略） １）～９） （略）
10）核分裂性物質にあっては、次の内容 10）核分裂性物質にあっては、次の内容
ⅰ）核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬 ⅰ）核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬
に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平 に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（平
成２年科学技術庁告示第５号。以下「核燃料物質科 成二年科学技術庁告示第五号。以下「核燃料物質科
学技術庁告示」という。）第２３条第１号から第６ 学技術庁告示」という。）第２３条第１号から第６
号のうちのいずれかが適用されているものは当該項 号のうちのいずれかが適用されているものは当該項
目への言及 目への言及

ⅱ）～ⅳ） （略） ⅱ）～ⅳ） （略）
11）～20) （略） 11）～20) （略）

(12)・(13) （略） (12)・(13) （略）
(14) 規則第１７条第２項関係 (14) 規則第１７条第２項関係
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「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当す 「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当す
る者とする。 る者とする。
(ｲ)・(ﾛ) （略） (ｲ)・(ﾛ) （略）
(ﾊ) 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法 (ﾊ) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法
律第１６７号。以下「放射性同位元素等規制法」という。） 律（昭和３２年法律第１６７号。以下「放射線障害防止
第３５条に規定する第１種放射線取扱主任者免状を有し、 法」という。）第３５条に規定する第１種放射線取扱主
かつ、核燃料物質の取扱いに関し１年以上の経験を有す 任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し１年
る者 以上の経験を有する者

(ﾆ) 放射性同位元素等規制法第３５条に規定する第２種放 (ﾆ) 放射線障害防止法第３５条に規定する第２種放射線取
射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱い 扱主任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し
に関し２年以上の経験を有する者 ２年以上の経験を有する者

(ﾎ) （略） (ﾎ) （略）
(15)～(18) （略） (15)～(18) （略）
(19）規則第１７条の２第５項関係 (19）規則第１７条の２第５項関係
(ｲ) （略） (ｲ) （略）
(ﾛ) 運搬実施責任者及び見張人は、(ｲ) に定める措置の他、 (ﾛ) 運搬実施責任者及び見張人は、(ｲ) に定める措置の他、
次の措置を講じること。 次の措置を講じること。
１）道路輸送中において、伴走車両に添乗する等により １）道路運送中において、伴走車両に添乗する等により
運搬車両に随行すること。 運搬車両に随行すること。

２） （略） ２） （略）
(ﾊ) 運搬実施責任者は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次 (ﾊ) 運搬実施責任者は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次
の措置を講じること。 の措置を講じること。
１）規則第１４条に定める「書類」を携行すること。 １）第１４条に定める「書類」を携行すること。
２）道路輸送中においては、２．(18) (ｲ) ３）の連絡を ２）道路運送中においては、２．(18) (ｲ) ３）の連絡を
すべき時間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所にお すべき時間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所にお
いて、指定連絡場所へ連絡を行うこと。 いて、指定連絡場所へ連絡を行うこと。

３） （略） ３） （略）
(ﾆ)・(ﾎ) （略） (ﾆ)・(ﾎ) （略）

(20)～(24) （略） (20)～(24） （略）

３．・４． （略） ３．・４． （略）

別表第１ 運搬計画書等記載事項等 別表第１ 運搬計画書等記載事項等

記 載 事 項 記 載 要 領 等 記 載 事 項 記 載 要 領 等
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１． （略） （略） １． （略） （略）

２．当該規定に従って運搬す ２．当該規定に従って運搬す
ることが著しく困難な規定 ることが著しく困難な規定
及びその理由並びに安全な 及びその理由並びに安全な
運搬を確保するために特に 運搬を確保するために特に
講ずる措置（規則第１９条 講ずる措置（第１９条第１
第１項の規定に基づく承認 項の規定に基づく承認申請
申請のみ） のみ）

３．当該規定によらないで運 ３．当該規定によらないで運
搬することとする規定及び 搬することとする規定及び
その理由、安全な運搬を確 その理由、安全な運搬を確
保するために特に講ずる措 保するために特に講ずる措
置、規則第１９条第２項の 置、第１９条第２項の表の
表の下欄に掲げる基準への 下欄に掲げる基準への適合
適合状況並びに当該規定に 状況並びに当該規定によら
よらないで運搬することと ないで運搬することとして
しても安全上支障がないこ も安全上支障がないことの
との説明（規則第１９条第 説明（第１９条第２項の規
２項の規定に基づく承認申 定に基づく承認申請のみ）
請のみ）

４．原子力規制委員会の承認 ４．原子力規制委員会の承認
の内容及び承認の理由、安 の内容及び承認の理由、安
全な運搬を確保するために 全な運搬を確保するために
特に講ずる措置並びに表面 特に講ずる措置並びに表面
における線量当量率が２ミ における線量当量率が２ミ
リシーベルト毎時を超え１ リシーベルト毎時を超え１
０ミリシーベルト毎時以下 ０ミリシーベルト毎時以下
の核燃料輸送物を運搬する の核燃料輸送物を運搬する
場合には、規則第１９条第 場合には、第１９条第３項
３項第１号及び第２号に掲 第１号及び第２号に掲げる
げる基準への適合状況（規 基準への適合状況（第１９
則第１９条第３項の規定に 条第３項の規定に基づく承
基づく承認申請のみ） 認申請のみ）
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５．～14． （略） （略） ５．～14． （略） （略）

15．運搬実施体制 15．運搬実施体制
(1) 運搬統括責任者、運搬 ○ (1)において運搬統括責任 (1) 運搬統括責任者、運搬 ○ (1)において運搬統括責任
実施責任者、見張人、同 者については職名、氏名及 実施責任者、見張人、同 者については職名、氏名及
行する専門家及びその他 び連絡先を、運搬実施責任 行する専門家及びその他 び連絡先を、運搬実施責任
の運搬従事者 者については職名及び氏名 の運搬従事者 者については職名及び氏名

を、見張人については人数 を、見張人については人数
を、同行する専門家につい を、同行する専門家につい
てはその氏名、所属、資格 てはその氏名、所属、資格
等を、その他の運搬従事者 等を、その他の運搬従事者
については人数を記載する については人数を記載する
こと。ただし、規則第１９ こと。ただし、第１９条第
条第１項から第３項までの １項から第３項までの規定
規定に基づく承認申請の場 に基づく承認申請の場合に
合には、その他の運搬従事 は、その他の運搬従事者の
者の全氏名も記載すること。 全氏名も記載すること。

(2) （略） （略） (2) （略） （略）
(3) 被ばく管理要領（規則 （略） (3) 被ばく管理要領（第１ （略）
第１９条第１項から第３ ９条第１項から第３項ま
項までの規定に基づく承 での規定に基づく承認申
認申請のみ） 請のみ）

(4)～(7) （略） （略） (4)～(7) （略） （略）

16．～19. （略） （略） 16．～19. （略） （略）

20．特定核燃料輸送物等の運 ○ 規則第１７条の２第９項 20．特定核燃料輸送物等の運 ○ 第１７条の２第９項に定
搬に係る措置等 に定める核燃料輸送物等を 搬に係る措置等 める核燃料輸送物等を運搬

運搬する場合には、同条に する場合には、同条に規定
規定する国土交通大臣が別 する国土交通大臣が別に定
に定める妨害破壊行為等の める妨害破壊行為等の脅威
脅威に対し講じた必要な措 に対し講じた必要な措置の
置の詳細について記載した 詳細について記載した書類
書類を添付すること。 を添付すること。
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21． （略） 21． （略）

備考 備考
１． （略） １． （略）
２．下線を付した事項については、令第４８条の表第２号の ２．下線を付した事項については、令第４８条の表第２号の
下欄に掲げる物質を運搬する場合に限る。 下欄に掲げる物質を運搬する場合に限る。

別表第２ （略） 別表第２ （略）

第１号様式 （略） 第１号様式 （略）

第２号様式 （略） 第２号様式 （略）

附則
１．施行期日

本改正は、放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令（平成３０年国土交通省令第９０号）の施行の日（平成３１年
９月１日）から施行する。

２．経過措置
本改正による改正後の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位

元素等の運搬については、なお従前の例による。
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○
国
土
交
通
省
令
第
九
十
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

二

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規

十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ

則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
同
条
第

―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）

二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

を
い
う
。

輸
送
物
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

（
見
張
人
）

（
見
張
人
）

第
十
五
条

放
射
性
輸
送
物
等
（
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
表
第

第
十
五
条

放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車

一
号
に
規
定
す
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
含
む
放
射
性
輸
送
物
、
当
該
放
射
性

両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
一
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容
易
に
近
づ

輸
送
物
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
及
び
当
該
放
射

く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若

第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う
。
）
す
る
場
合

し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
一
般
公
衆
が

に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
非
開
放
型
の
コ
ン
テ

当
該
車
両
に
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通

ナ
又
は
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
関
係
者
以
外
の
者

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐

が
当
該
放
射
性
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い
場
合
を
除
く
。

車
を
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
非
開
放
型
の
コ
ン
テ
ナ
又
は
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
放
射
性
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い
場
合
を

除
く
。

（
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
に
係
る
措
置
等
）
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第
十
六
条
の
二

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
表
第
一
号
に
規
定
す

（
新
設
）

る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
含
む
放
射
性
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

非
開
放
型
の
車
両
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
積
載
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該

車
両
又
は
コ
ン
テ
ナ
を
施
錠
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の

防
護
の
た
め
施
錠
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
二

放
射
性
輸
送
物
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防

護
の
た
め
に
必
要
な
方
法
で
積
載
す
る
こ
と
。

三

放
射
性
輸
送
物
を
運
搬
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

四

放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な

連
絡
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五

放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
関
す
る
責
任
者
（
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定

放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
配
置
し
、
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定
放
射
性
同

位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
。

六

放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
関
す
る
見
張
人
を
配
置
し
、
放
射
線
障
害
の
防
止

及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
見
張
人
の
配
置
と
同
等

以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

放
射
性
輸
送
物
の
盗
取
、
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い
に
対
す
る
妨
害
行
為
若

し
く
は
放
射
性
輸
送
物
を
運
搬
す
る
車
両
若
し
く
は
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の

防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
若
し
く
は
装
置
に
対
す
る
破
壊
行
為
が
行
わ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
行
わ
れ
た
と
き
に
お
い
て
、
迅
速
か
つ
確
実
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
適
切
な
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
。

八

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な
事

項
は
、
当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。

２

施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
放
射
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性
同
位
元
素
を
含
む
放
射
性
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
（
第
四
号
、

第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
第
八
号
中
「
詳
細
な
事
項
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
詳
細
な
事
項
（
放
射
性
輸

送
物
の
運
搬
経
路
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
十
九
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年

第
十
九
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
十
六
条
（
同
令
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
十
六
条
の
放
射
線
障
害
の
防
止

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
放
射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
国
土
交
通
省

の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
と
し
て
国

令
で
定
め
る
も
の
は
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
又
は
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
又
は
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
と
し
て
運

放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

搬
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。
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（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
六

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る

射
性
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す

。

る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
運
搬
方
法
確
認
の
範
囲
）

（
運
搬
方
法
確
認
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
二
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
法
第
十
八
条

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
法
第
十
八
条

第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
容
器
（
以
下
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
運
搬

第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
容
器
（
以
下
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
運
搬

（
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
関
す
る
措
置
と
す
る
。

に
関
す
る
措
置
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一

三

運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
法
第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て

号
に
規
定
す
る
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二

四

主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
そ
の
者
が
法
第
四
十
一
条
の
二
十
に
お

第
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
方
法
確

認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

登
録
申
請
者
が
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
三
号
及
び
法
第
四
十
一
条
の

五

登
録
申
請
者
が
法
第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
各

二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

号
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

と
を
証
す
る
書
類

六

（
略
）

六

（
略
）
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（
運
搬
方
法
確
認
員
等
の
選
任
及
び
変
更
の
届
出
）

（
運
搬
方
法
確
認
員
等
の
選
任
及
び
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
一

一

運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四
十
一

条
の
十
九
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運

書
類

搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四

二

主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
法
第
四

十
一
条
の
十
九
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と

十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

を
証
す
る
書
類

る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

３

（
略
）

３

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
十
五
条

法
第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
三
の

第
十
五
条

法
第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
十
三
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

三

放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三

射
性
輸
送
物
（
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸

第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送

送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）
を
い
う
。
第
十
七
条
第
一
項
第
三

物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）
を
い
う
。
第

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）

別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）

（
表
）

（
表
）

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル

放射性同位元素等の規制に関する法律の規定により

登録運搬方法確認機関に対する立入検査を行う職員

の身分証明書

番号

写

真

官 職

氏 名

年 月 日 発 行

年 月 日 限り有効

国 土 交 通 大 臣 印

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律の規定により登録運搬方法確認機関に対する立

入検査を行う職員の身分証明書

番号

写

真

官 職

氏 名

年 月 日 発 行

年 月 日 限り有効

国 土 交 通 大 臣 印
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（
裏
）

（
裏
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す

よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨

る
法
律
抜
粋

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対

第
四
十
三
条
の
二

し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行

述
を
し
た
者

う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
行
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も

の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
又

は
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
あ
つ
て
は
登
録
認
証
機

関
、
登
録
検
査
機
関
、
登
録
定
期
確
認
機

関
、
登
録
運
搬
物
確
認
機
関
、
登
録
埋
設

確
認
機
関
、
登
録
濃
度
確
認
機
関
、
登
録

試
験
機
関
、
登
録
資
格
講
習
機
関
、
登
録

放
射
線
取
扱
主
任
者
定
期
講
習
機
関
又
は

登
録
特
定
放
射
性
同
位
元
素
防
護
管
理
者

定
期
講
習
機
関
の
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ

つ
て
は
登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
事
務

、

、

所
に
立
ち
入
り

こ
れ
ら
の
機
関
の
帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、

又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

五

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、

障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
抜
粋

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問

第
四
十
三
条
の
二

に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行

偽
の
陳
述
を
し
た
者

う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
行
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も

の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
又

は
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
原
子

力
規
制
委
員
会
に
あ
つ
て
は
登
録
認
証
機

関
、
登
録
検
査
機
関
、
登
録
定
期
確
認
機

関
、
登
録
運
搬
物
確
認
機
関
、
登
録
埋
設

確
認
機
関
、
登
録
濃
度
確
認
機
関
、
登
録

試
験
機
関
、
登
録
資
格
講
習
機
関
又
は
登

録
定
期
講
習
機
関
の
、
国
土
交
通
大
臣
に

あ
つ
て
は
登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
事

務
所
に
立
ち
入
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

五

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五センチメートル
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（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
消
火
器
）

（
消
火
器
）

第
四
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

第
四
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総

六

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
（

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

Ｌ
型
輸
送
物
を
除
き
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―

る
放
射
性
輸
送
物
（
Ｌ
型
輸
送
物
を
除
き
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１

２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）
を
運
送
す
る
場
合
若
し
く

型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）
を
運

は
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三

送
す
る
場
合
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年

号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
又
は
核
燃

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

五
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
物
（
Ｌ
型
輸
送
物
を
除
く
。
）

十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
物
（
Ｌ
型

若
し
く
は
同
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
合
若

輸
送
物
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物

し
く
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二

を
運
送
す
る
場
合
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
使
用
す
る
自
動
車

運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
使
用
す

る
自
動
車

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
自
動
車
事
故
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
故
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
故
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動

車
の
事
故
を
い
う
。

車
の
事
故
を
い
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

自
動
車
に
積
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
飛
散
し

五

自
動
車
に
積
載
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
飛
散
し

、
又
は
漏
え
い
し
た
も
の

、
又
は
漏
え
い
し
た
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

ホ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位

つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
放
射
線
発
生
装
置
か
ら

元
素
及
び
そ
れ
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
放

発
生
し
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

射
線
発
生
装
置
か
ら
発
生
し
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物

ヘ
～
ト

（
略
）

ヘ
～
ト

（
略
）

六
～
十
五

（
略
）

六
～
十
五

（
略
）

別
記
様
式

（第
３
条
関
係

）

別
記
様
式

（第
３
条
関
係

）

（注

）

（注

）

（１

）
～
（９

）

（略

）

（１

）
～
（９

）

（略

）

（1
0

）

「積
載
危
険
物
等

」と
は

、次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
事
故
当
時

（1
0

）

「積
載
危
険
物
等

」と
は

、次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
事
故
当
時

に
当
該
自
動
車
に
積
載
し
て
い
た
も
の
を
い
う

。

に
当
該
自
動
車
に
積
載
し
て
い
た
も
の
を
い
う

。

１

～４

（略

）

１

～４

（略

）

５
Ｒ
Ｉ

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
項
に

５
Ｒ
Ｉ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法

規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
同

律
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚

条
第
５
項
に
規
定
す
る
放
射
線
発
生
装
置
か
ら
発
生
し
た
同
条
第
１
項
に

染
さ
れ
た
物
又
は
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
放
射
線
発
生
装
置
か
ら
発
生

規
定
す
る
放
射
線
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

し
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
放
射
線
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

６
・
７

（略

）

６
・
７

（略

）
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（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
輸
送
禁
止
の
物
件
）

（
輸
送
禁
止
の
物
件
）

第
百
九
十
四
条

（
略
）

第
百
九
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

５

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
運
搬
物
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
告
示
で
定
め
る
と

二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
運
搬
物
確
認
を
受
け
た
場
合
は

こ
ろ
に
よ
り
第
二
項
第
二
号
ハ
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
二
項
第
二
号
ハ
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。
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（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
物
品
の
持
込
制
限
）

（
物
品
の
持
込
制
限
）

第
五
十
二
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
を
利
用
す
る

第
五
十
二
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
を
利
用
す
る

旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
車
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
車
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
品
名
、
数
量
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
場

、
品
名
、
数
量
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

六

放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
放
射
性
同

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三

位
元
素
等
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

第
一
項
の
放
射
性
同
位
元
素
等
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質

炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第

及
び
そ
れ
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
）

二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
）

七
～
十
五

（
略
）

七
～
十
五

（
略
）
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（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
八
十
七
条

（
略
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

７

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
原
子
力
規
制
委

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
原
子
力
規
制
委

員
会
の
確
認
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

員
会
の
確
認
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
運
搬
物
確
認
又
は
航
空
法
施
行

る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
運
搬
物
確

規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号

認
又
は
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十

ハ
、
ニ
若
し
く
は
ヘ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に

四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
、
ニ
若
し
く
は
ヘ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
場
合
（
告
示
で
定
め

基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
た

る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す

場
合
（
告
示
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受

。

け
た
も
の
と
み
な
す
。



- 20 -

（
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

一

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規

十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
同
条
第
二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ

則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
同
条
第

―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型
輸
送
物
を
含
む
。
）

二
項
に
定
め
る
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
、
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
及
び
Ｉ
Ｐ
―
３
型

を
い
う
。

輸
送
物
を
含
む
。
）
を
い
う
。

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）
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（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
運

輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
応
急
の
措
置
）

（
応
急
の
措
置
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項

許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
を
含
む
。
）
、
届
出
販
売
業
者
、

の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
を
含
む
。
）

届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ

、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か

た
者
（
以
下
「
許
可
届
出
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外

ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
許
可
届
出
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
工

に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
（
以
下
「

」
と
い
う
。
）
の
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い
う
。
）
中
、
そ
の
所
持

放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い
う

す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
関
し
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放

。
）
中
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
関
し
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ

射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置

が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の

（
法
第
十
八
条
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
つ
て
は
、
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置

四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

許
可
届
出
使
用
者
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
遮

２

許
可
届
出
使
用
者
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
遮

蔽
具
、
か
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短

蔽
具
、
か
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短

く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
を
、
で
き
る
限
り
少

く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
を
、
で
き
る
限
り
少

な
く
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位

な
く
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位

元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六

元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年

号
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
男
子
、
妊
娠
不
能

総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
う

と
診
断
さ
れ
た
女
子
又
は
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
許
可
届
出
使
用
者
等
に
書
面

ち
男
子
、
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子
又
は
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
許
可
届

で
申
し
出
た
女
子
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
線
量
限
度

出
使
用
者
等
に
書
面
で
申
し
出
た
女
子
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合

は
、
同
令
第
二
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
と

に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
同
令
第
二
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
原
子
力
規
制
委
員

す
る
。

会
の
定
め
る
線
量
と
す
る
。
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（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入

検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省
令
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三

定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

を
定
め
る
省
令

示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二

号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る

年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
表
）

（
表
）

 

 

 

 

番号 

放射性同位元素等の規制に関する法律 

第 43 条の 2 第 1 項の規定により立入検査 

を行う職員の身分証明書 

 

官 職 

氏 名 

年 月 日 生 

年 月 日 発 行 

年 月 日 限り有効 

 

国土交通大臣 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八・五センチメートル 

 

写 
 

真 

 

 

 

 

番号 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す 

る法律第 43 条の 2第 1項の規定により立入検査 

を行う職員の身分証明書 

 

官 職 

氏 名 

年 月 日 生 

年 月 日 発 行 

年 月 日 限り有効 

 

国土交通大臣 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八・五センチメートル 

 

写 
 

真 
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放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
抜
粋 

（
立
入
検
査
） 

第
四
十
三
条
の
二 

原
子
力
規
制
委
員
会
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道

府
県
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十

八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条

第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
原
子
力
規

制
委
員
会
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査
官
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に

あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
届

出
使
用
者
を
含
む
。
）
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
若
し
く
は

許
可
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の
事

務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
必
要
な
物
件
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査

の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は

放
射
性
汚
染
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及

び
収
去
の
ほ
か
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な

限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
船
舶
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必

要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必

要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
そ
の
他
の
必
要
な
試

料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る 

十
二 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委

託
さ
れ
た
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、

検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又

は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し

た
者 

第
五
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

十
五 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委

託
さ
れ
た
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
陳
述
を
し
た
者 

（
裏
）

（
裏
）

 

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
抜
粋 

（
立
入
検
査
） 

第
四
十
三
条
の
二 

原
子
力
規
制
委
員
会
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道

府
県
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十

八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条

第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
原
子
力
規

制
委
員
会
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査
官
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に

あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
届

出
使
用
者
を
含
む
。
）
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
若
し
く
は

許
可
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の
事

務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
必
要
な
物
件
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査

の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は

放
射
性
汚
染
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及

び
収
去
の
ほ
か
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な

限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
船
舶
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必

要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必

要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
そ
の
他
の
必
要
な
試

料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る 

十
四 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委

託
さ
れ
た
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、

検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又

は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し

た
者 

第
五
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

十
八 

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
項
に
規
定
す
る
運
搬
を
委

託
さ
れ
た
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
陳
述
を
し
た
者 
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（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

す
る
第
四
十
一
条
の
十
三

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

す
る
第
四
十
一
条
の
十
三

七
号
）

二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

第
四
十
一
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用

法
律

す
る
第
四
十
一
条
の
十
三

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

す
る
第
四
十
一
条
の
十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



- 29 -

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

へ
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
国
土
交

通
大
臣
へ
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一

国
土
交
通
大
臣
へ
の
報
告
に
関
す
る
規
則

条
の
二
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
報
告
に
関
す
る
規
則

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の

許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
を
含
む
。
）
、
届
出
販
売
業
者
、
届

二
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
届
出
使
用
者
（
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
を
含
む
。
）
、

出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物

届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
そ
の
放
射
性
同
位
元
素

（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か

又
は
放
射
性
汚
染
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
お
い

に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ

十
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
九
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
放
射

性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
事
故
報
告
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
事
故
報
告
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
自
動
車
事
故
報
告
書
は
、
同
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
事
故
報
告
規
則
別
記
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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                                                  平 成 ３ 年 ７ 月 １ 日 
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一部改正 国 鉄 技 第 １ ２ ０ 号 

                                                  国 自 環 第 １ ８ ０ 号 
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                                                  国 自 環 第 ４ ５ 号 

                                                  平 成 １ ７ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

一部改正 国 鉄 技 第 １ ３ １ 号 

                                                  国 自 環 第 １ ８ ７ 号 

                                                  平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

一部改正 国 鉄 技 第 ８ 号 

                                                  国 自 環 第 １ ６ 号 

                                                  平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ３ ０ 日 
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                                                  平成２３年７月１日 

一部改正 国 鉄 安 第 ２ ６ 号 

                                                  国自環第１２７号 

                                                  平成２４年９月１４日 

一部改正 国 鉄 安 第 ７ ２ 号 

                                                  国自環第２１０号 
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一部改正 国 鉄 安 第 ９ ３ 号 

                                                  国自環第２３５号 

                                                  平成２６年３月２５日 
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                          運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官 

 

 

                          運 輸 省 貨 物 流 通 局 長 

 

 

   放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両 

   運搬規則関係取扱要領について（依命通達） 

 

 今般、放射性同位元素等車両運搬規則及び核燃料物質等車両運搬規則の一部を改正す

る省令（平成２年運輸省令第３４号）、放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告

示（平成２年運輸省告示第５９５号）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告

示（平成２年運輸省告示第５９６号）が制定され、平成３年１月１日から施行されます。

この施行に当たり、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和５２年運輸省令第３３号）及

び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示の主な条項の解釈及び取扱い並び

に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）

第１８条の２第２項に規定する確認の申請、放射性同位元素等車両運搬規則第１８条の

承認の申請及び放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令（昭和５６

年運輸省令第２４号）第３条の承認の申請についての実施細目については、別添１「放

射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、核燃料物質等車両運搬規則（昭

和５３年運輸省令第７２号）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示の主な

条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第５９条の２第２項に規定する確認の申請、核燃料物質等車

両運搬規則第２２条に規定する運輸大臣の指定の申請、同令第１９条の承認の申請及び



核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令（昭和６１年運輸省令第３７号）

第３条の承認の申請についての実施細目については、別添２「核燃料物質等車両運搬規

則関係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、平成３年１月１日以後の運搬について適用

することとしたので、関係者に対する周知徹底方お願いします。 

 なお、「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領及び放射性同位元素等車両運搬規則

関係取扱要領について（依命通達）」（昭和５６年５月１８日付け鉄保第７１号、鉄運第

６０号、自安第１１７号）及び「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の制定等について（依命通達）」（昭

和６１年１１月２５日付け官鉄保第９３号、貨技第１２４号）は、廃止します。 



別添１ 

 

放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領 

 

１．目的 

本要領は、放射性同位元素等車両運搬規則（昭和５２年運輸省令第３３号。以下「規

則」という。）及び放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示（平成２年運輸

省告示第５９５号。以下「告示」という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性

同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号。以下「放射性同位元素等

規制法」という。）第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）に規定する確認の申請、規則第１８条の承認の申請（以下「特別措置

運搬承認申請」という。）及び放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する

省令（平成１７年国土交通省令第６０号）第２条の承認（以下「積載方法承認」という。）

の申請等について実施細則を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図るこ

とを目的とする。 

 

２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 

(1) 規則第２条第２項関係 

(ｲ) 荷送人は、核燃料輸送物又は放射性輸送物を開放型の構造を有する箱又は袋等に

収納し、又は包装する場合においても、個々の核燃料輸送物又は放射性輸送物に付

された標識が見えにくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるように

努めること。 

(ﾛ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タンク車（自動車及び鉄

道車両）におけるタンクであって、気体、液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体

若しくは液体として収納された後に凝固した固体を収納するものをいう。 

(2) 規則第３条、第４条第３項、第１５条、第１５条の２、第１８条第２項及び第３項

関係 

「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警察官等はこれに

含まれない。 

(3) 規則第６条第２項（告示第２条）、第１０条第２項（告示第９条）関係 

「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離するおそれがあり、ろ紙

片等によりふきとることができる性質の汚染をいう。 

(4) 規則第８条関係 

(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているものにあっては、当該コンテナ

の四隅の柱、床板の側面等の側方からできるだけ見やすい箇所に告示第４条に定め

る標識を付すこと。 

(ﾛ) 荷送人は、Ｌ型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の品名の欄に「Ｌ型輸

送物（放射性）」等と表示する等により、Ｌ型輸送物（放射性）の運搬を委託する



旨を明らかにし、運搬に従事する者が当該Ｌ型輸送物を取り扱う場合に、容易に判

別できるようにすること。 

(ﾊ) 第２項の総重量、「Ａ型」又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字、「ＢＭ型」又は「ＴＹＰ

Ｅ Ｂ（Ｍ）」の文字、「ＢＵ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の文字、「ＩＰ－１型」

又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－１」の文字、「ＩＰ－２型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」

の文字及び「ＩＰ－３型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字は、原則として１平

方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。 

(ﾆ) 第２項の「Ａ型」又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字、「ＢＭ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ

（Ｍ）」の文字、「ＢＵ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の文字、「ＩＰ－１型」又は

「ＴＹＰＥ ＩＰ－１」の文字、「ＩＰ－２型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」の文

字及び「ＩＰ－３型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字の表示については、本邦

内のみを運搬されるものにあっては、「Ａ型」、「ＢＭ型」、「ＢＵ型」、「ＩＰ－１

型」、「ＩＰ－２型」又は「ＩＰ－３型」と、本邦外を運搬されるもの（本邦外を運

搬されるために、その経路上本邦内を運搬されるものを含む。以下同じ。）にあっ

ては、「ＴＹＰＥ Ａ」、「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」、「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」、「ＴＹＰＥ 

ＩＰ－１」、「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」と、それぞれ、表

示するように努めること。 

(ﾎ) 第７項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによる国際複合一貫輸送

を行う場合に、表示するものである。 

(5) 規則第８条第７項（告示第７条第２項）関係 

「６５ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが６５ミリメートル以上であること

をいう。 

(6) 規則第１０条第１項関係 

運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、１ミリシーベルト毎年以下とな

るよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大線量当量率は２０マ

イクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、ＩＰ

－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物、ＩＰ－３型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物又

はＢＵ型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事する者ごとに次のいず

れかの事項を記録し、これを１年間保管すること。 

(ｲ)放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベ

ッド等にいた時間 

(ﾛ) ポケット線量計、フイルム（ガラス）バッジ等による測定結果 

(7) 規則第１０条第２項関係 

汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性同位元素等の漏えい等により

車両が汚染された可能性がある場合には、当該車両について、汚染の検査を行うこと。 

(8) 規則第１０条第２項（告示第９条）関係 

「固定性汚染」とは、(3) の非固定性汚染以外の汚染をいう。 

(9) 規則第１１条第２項関係 



車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で本邦外を運搬する場合

に、表示するものである。 

(10) 規則第１１条第３項関係 

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方３００メートルの距

離から点燈を確認できるものであること。 

(11) 規則第１３条関係 

(ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能であるものを含む。）は、

各運搬物に関する次の事項についての記載を含むものであること。ただし、本邦内

のみを運搬されるものにあっては、１）から４）までの事項及び 12）の事項にお

ける英語の文字について、専用積載で運搬されないものにあっては、14）から 18）

までの事項について、それぞれ、省略することができる。 

１）運搬する放射性同位元素等の品名に応じた国連番号 

２）運搬する放射性同位元素等の告示別表に定める品名 

３）国連分類番号「７」 

４）２）の品名中に含まれていない場合には、「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ ＭＡＴ

ＥＲＩＡＬ（放射性物質）」という文字 

５）運搬する放射性同位元素等の名称（主な核種の記号） 

６）運搬する放射性同位元素等の物理的及び化学的性状についての記述（当該放射

性同位元素等が特別形放射性同位元素等である場合には、その旨の記述でよい。） 

７）運搬する放射性同位元素等のベクレル（Ｂｑ）単位で表された放射能の量の合

計 

８）放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンク

の分類（第１類白標識、第２類黄標識又は第３類黄標識のうち、いずれのものを

貼付するか。） 

９）放射性輸送物、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納された

コンテナ若しくはタンクの輸送指数 

10）放射性輸送物又は低比放射性同位元素等が収納されたコンテナ若しくはタンク

に係る承認番号（容器承認番号、積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等） 

11）オーバーパック又はコンテナに放射性輸送物を収納し、又は包装する場合には、

オーバーパック又はコンテナについての詳細な記述（収納され、又は包装された

放射性輸送物及びオーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテナへの収納

又は包装の方法、収納され、又は包装された放射性同位元素等のベクレル（Ｂｑ）

単位で表された放射能の量の合計、オーバーパック又はコンテナの分類（第１類

白標識、第２類黄標識又は第３類黄標識のうち、いずれのものを貼付するか。）、

オーバーパック又はコンテナの輸送指数、オーバーパック又はコンテナに係る承

認番号（積載方法承認番号、特別措置に係る承認番号等）、その他必要な事項） 

12）運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、「ＥＸＣＬＵＳＩＶ

Ｅ ＵＳＥ ＳＨＩＰＭＥＮＴ（専用積載による運搬）」の文字 



13）ＬＳＡ－Ⅱ、ＬＳＡ－Ⅲ、ＳＣＯ－Ⅰ及びＳＣＯ－Ⅱについては、Ａ２値の倍

数で示した全放射能量。ただし、Ａ２値が無制限である放射性同位元素について

は、Ａ２値の倍数をゼロとすること。 

14）運搬方法（運搬車両、積付け方法等）に関すること。 

15）運搬経路に関すること。 

16）運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等 

17）駐車中の見張人に関すること（道路輸送に限る。） 

18）輸送物の受渡し地点及びその予定時刻 

19）運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該運搬物に必要な措置 

当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明が

なされ、かつ、輸送物引き渡しまでに荷受人にも提供されるものであること。 

荷送人及び運送人は、当該書類の写し（電子情報として保存されている場合に

あっては、印刷物として複製可能であるものに限る。）を１年間保管すること。 

(ﾛ) Ｌ型輸送物を運搬する場合にあっては、当該輸送物の取扱方法、事故が発生した

場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行するよう努

めること。 

(12) 規則第１４条関係 

放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して通行の

安全を確保するための規定である。本規則の実施に当たっては、次によること。 

(ｲ) ＢＭ型輸送物又はＢＵ型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規制に関

する規則」（昭和３４年総理府令第５５号）第４７条の２の規定に準ずること。 

(ﾛ) 放射性輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働時間等の改善のため

の基準（平成元年２月９日労働省告示第７号）」に準拠すること。 

なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、か

つ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。 

(13) 規則第１５条の４（告示第１１条の３）関係 

(ｲ) 告示第１１条の３第４号の「その他国土交通大臣が必要と認める事項」は、次に

掲げる事項とする。 

１）特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項（放射性同位元素

等の規制に関する法律施行規則（昭和３５年総理府令第５６号。以下「施行規則」

という。）第２４条の２の８第１項の表第１号又は同表第２号に規定する特定放

射性同位元素を含む放射性輸送物の運搬に従事する者に限る。） 

２）その他必要と認められる事項 

(ﾛ) 教育及び訓練については、定期的に計画し実施すること。 

(ﾊ) 教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名を記

録し、１年間保存すること。 

(14) 規則第１６条第２項関係 

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。 



(ｲ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４１条に規定する原子炉主任技術者免

状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者 

(ﾛ) 原子炉等規制法第２２条の３に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者 

(ﾊ) 放射性同位元素等規制法第３５条に規定する第１種放射線取扱主任者免状又は

第２種放射線取扱主任者免状を有する者 

(ﾆ) 放射性同位元素の取扱いに関し、(ｲ)から(ﾊ)までに掲げる者と同等以上の知識及

び経験を有すると認められる者 

(15) 規則第１６条の２第１項第１号関係 

(ｲ) 施行規則第２４条の２の８第１項の表第１号に規定する特定放射性同位元素を

含む放射性輸送物（以下「強化セキュリティ輸送物」という。）は非開放型の車両

（バン型自動車、有がい貨物車又は有がい貨物車と同等の措置を講じた車両をい

う。以下同じ。）又は非開放型のコンテナに積載して運搬すること。ただし、特定

放射性同位元素の防護のための施錠と同等以上の措置を講じた場合、当該輸送物

（取扱単位毎）の重量が２，０００キログラムを超える場合又は放射線障害を防止

するための措置に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。 

(ﾛ) 運搬中に積替え等のため強化セキュリティ輸送物を一時保管する場合には、保管

室又は保管庫に保管し、その扉には施錠を施すとともに、監視カメラ等を設置し監

視すること。 

(16) 規則第１６条の２第１項第２号関係 

非開放型の車両以外の車両又は非開放型のコンテナ以外のコンテナに積載して運

搬する場合は、放射線障害を防止するための措置に支障がない範囲において強化セキ

ュリティ輸送物が見えないようにカバー等で覆うこと。 

(17) 規則第１６条の２第１項第３号関係 

強化セキュリティ輸送物を運搬する車両について、盗取が行われることがないよう

適切な方法により、当該車両の盗取を防止する措置を講じること。 

(18) 規則第１６条の２第１項第４号関係 

「連絡体制」として整備しなければならない事項は、次の事項とする。なお、運搬

責任者及び運搬実施者については、２．（19）を参照のこと。 

(ｲ) 運搬する車両及び伴走車両がある場合には車両ごとに相互に連絡通報を行うこ

とができること。 

(ﾛ) 運搬中、運搬責任者が電話等により、運搬実施者から連絡を受ける場所（以下「指

定連絡場所」という。）を指定すること。 

(ﾊ) 指定連絡場所へ連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所を定め

ること。 

(ﾆ) ２つ以上の通信設備を設けること。 

(19) 規則第１６条の２第１項第５号関係 

(ｲ) 規則第１６条の２第１項第５号に定める放射性輸送物の運搬に関する責任者（以



下「運搬責任者」という。）は運搬の実務上の責任者であって、放射線障害の防止

及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置について統一的に管理するた

め、運搬計画全体に係る管理的又は監督的地位にある者のうちから選任すること。 

(ﾛ) 運搬責任者は、実際に運搬に従事する者（以下「運搬従事者」という。）のうち

から当該運搬従事者を統括する者（以下「運搬実施者」という。）を選任すること。 

(ﾊ) 運搬責任者は運搬実施者に対し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防

護のために必要な指示を行うとともに、次の措置を講じさせること。 

１）運搬開始前に強化セキュリティ輸送物及び運搬車両に対し、不正な改造及び不

審物の有無について検査させること。 

２）運搬開始前、積替え時及び到着時には、強化セキュリティ輸送物の施錠又は封

印及び非開放型の車両の荷室若しくは非開放型のコンテナの施錠に異常がない

ことを点検すること。ただし、当該輸送物が非開放型の車両又は非開放型のコン

テナに積載されている場合の当該輸送物の施錠又は封印の確認については、当該

車両の荷室若しくはコンテナの施錠の確認をもって代えることができる。 

３）規則第１３条に定める「書類」を携行させること。 

４）(18)(ﾊ)の連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所において、

指定連絡場所へ連絡を行うこと。 

５）駐車時及び停車時においては、強化セキュリティ輸送物を連続的に監視するこ

と。ただし、非開放型の車両又は非開放型のコンテナに積載して運搬する場合は

この限りでない。 

６）運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合であっても、実施可能な範

囲で放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講

じさせること。 

７）強化セキュリティ輸送物の盗取又は所在不明が発生した場合に、その発生を検

知し、問題が発生した場所及び時期を特定するため、適切な方法（バーコード入

力による追跡システム又はマニフェスト等）により当該輸送物の追跡管理を行う

こと。ただし、運搬責任者が運搬実施者から連絡すべき時間間隔又は運搬経路上

の連絡すべき場所を定め、連絡を受けることにより盗取又は所在不明となった場

所及び時期を特定することが可能な場合は、この限りでない。 

８）強化セキュリティ輸送物を積載した車両が盗取された場合に、当該車両の現在

位置を特定することができるよう適切な方法により追跡管理を行うこと。ただ

し、当該盗取が発生し、又は発生するおそれがある場合に、治安当局等関係機関

へ通報できるよう２人以上の運搬従事者（運搬実施者、同行する専門家及び見張

人を含む。）により運搬する場合は、この限りでない。 

９）運搬実施者及び運搬従事者（同行する専門家及び見張人を含む。）に、運搬に

従事する間、本人であることが確認できる公的機関が発行した顔写真付きの証明

書等を携帯させること。 

(20) 規則第１６条の２第１項第６号関係 



(ｲ) 運搬責任者は見張人に対し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護の

ために必要な指示を行うとともに、次の措置を講じさせること。 

１）輸送中においては、積載車両を連続的に監視すること。 

２）輸送中の駐車時及び停車時においては、強化セキュリティ輸送物を連続的に監

視すること。ただし、当該輸送物が非開放型の車両又は非開放型のコンテナに積

載されている場合、当該車両の荷室若しくはコンテナの確認をもって代えること

ができる。 

(ﾛ) 「見張人の配置と同等以上の措置」とは、監視カメラによる遠隔監視等のほか、

運搬途中において計画的に駐車しない場合又は積替えを行わない場合であって、非

開放型の車両又はコンテナに積載し、当該車両又はコンテナに施錠して運搬される

場合をいう。 

(21) 規則第１６条の２第１項第７号関係 

強化セキュリティ輸送物の盗取、当該輸送物の取扱いに対する妨害行為若しくは当

該輸送物を運搬する車両若しくは特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若

しくは装置に対する破壊行為に迅速に対応するため、治安当局とあらかじめ打ち合わ

せを行った上で、次の事項に考慮した緊急時対応計画（規則第１６条の２第１項第７

号に規定する計画をいう。以下同じ。）を作成すること。 

(ｲ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制（経営責任者の関与を含む。）に

関すること。 

(ﾛ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な具体的な措置に関すること。 

(ﾊ) 応急措置の実施に関すること。 

(ﾆ) 被害拡大防止に関すること。 

(ﾎ) 緊急時の対応措置を確実に実施するための運搬従事者に対する教育及び訓練に

関すること。 

(ﾍ) 核セキュリティ文化の醸成（経営責任者の関与を含む。）、品質保証及び持続可

能性プログラムに関すること。 

(22) 規則第１６条の２第１項第８号関係 

次に掲げる特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に

ついては、当該事項の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定め

ることにより、その漏えいの防止を図ること。 

(ｲ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項 

(ﾛ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項 

(ﾊ) 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制に関する詳細な事項 

(ﾆ) 見張人による監視に関する詳細な事項 

(ﾎ) 緊急時対応計画に関する詳細な事項 

(ﾍ) 強化セキュリティ輸送物の運搬に関する詳細な事項 

(23) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１６条の２第１項第１号関

係 



(ｲ) 施行規則第２４条の２の８第１項の表第２号に規定する特定放射性同位元素を

含む放射性輸送物（以下「基礎的セキュリティ輸送物」という。）は非開放型の車

両又は非開放型のコンテナに積載して運搬すること。ただし、特定放射性同位元素

の防護のための施錠と同等以上の措置を講じた場合、当該輸送物（取扱単位毎）の

重量が２，０００キログラムを超える場合又は放射線障害を防止するための措置に

支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。 

(ﾛ) 運搬中に積替え等のため基礎的セキュリティ輸送物を一時保管する場合には、保

管室又は保管庫に保管し、その扉には施錠を施すとともに、監視カメラ等を設置し

監視すること。 

(24) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１６条の２第１項第２号関

係 

非開放型の車両以外の車両又は非開放型のコンテナ以外のコンテナに積載して運

搬する場合は、放射線障害を防止するための措置に支障がない範囲において基礎的セ

キュリティ輸送物が見えないようにカバー等で覆うこと。 

(25) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１６条の２第１項第３号関

係 

基礎的セキュリティ輸送物を運搬する車両について、盗取が行われることがないよ

う適切な方法により、当該車両の盗取を防止する措置を講じること。 

(26) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１６条の２第１項第５号関

係 

(ｲ) 運搬責任者は運搬の実務上の責任者であって、放射線障害の防止及び特定放射性

同位元素の防護のために必要な措置について統一的に管理するため、運搬計画全体

に係る管理的又は監督的地位にある者のうちから選任すること。 

(ﾛ) 運搬責任者は、運搬従事者のうちから運搬実施者を選任すること。 

(ﾊ) 運搬責任者は運搬実施者に対し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防

護のために必要な指示を行うとともに、次の措置を講じさせること。 

１）運搬開始前に基礎的セキュリティ輸送物及び運搬車両に対し、不正な改造及び

不審物の有無について検査させること。 

２）運搬開始前、積替え時及び到着時には、基礎的セキュリティ輸送物の施錠又は

封印及び非開放型の車両の荷室若しくは非開放型のコンテナの施錠に異常がな

いことを点検すること。ただし、当該輸送物が非開放型の車両又は非開放型のコ

ンテナに積載されている場合の当該輸送物の施錠又は封印の確認については、当

該車両の荷室若しくはコンテナの施錠の確認をもって代えることができる。 

３）規則第１３条に定める「書類」を携行させること。 

４）運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合であっても、実施可能な範

囲で放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講

じさせること。 

５）基礎的セキュリティ輸送物の盗取又は所在不明が発生した場合に、その発生を



検知し、問題が発生した場所及び時期を特定するため、適切な方法（バーコード

入力による追跡システム又はマニフェスト等）により当該輸送物の追跡管理を行

うこと。この場合、運搬責任者が運搬実施者から連絡すべき時間間隔又は運搬経

路上の連絡すべき場所を定め、連絡を受けることにより盗取又は所在不明となっ

た場所及び時期を特定することが可能な場合は、この限りでない。 

６）運搬実施者及び運搬従事者（同行する専門家を含む。）に、運搬に従事する間、

本人であることが確認できる公的機関が発行した顔写真付きの証明書等を携帯

させること。 

(27) 規則第１６条の２第２項の規定により準用する規則第１６条の２第１項第８号関

係 

放射性輸送物の運搬経路に関する詳細な事項とは、基礎的セキュリティ輸送物の運

搬経路における経由地点、区間、キロ程、路線名、所要時間等をいう。 

(28) 規則第１８条関係 

(ｲ) 第２項又は第３項の「関係者以外の者が当該放射性輸送物、オーバーパック、コ

ンテナ又はタンク（以下「運搬物」という。）に近づくことを防止する措置」とは、

有がい車両（バン型自動車、有がい貨車等をいう。）の貨物室内部に当該運搬物を

積載し、施錠すること、又は無がい車両（開放型の車両をいう。）に積載された当

該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該ケージをボルト等により車両に固定する

等の措置をいう。この場合において、当該ケージの表面は車両表面とみなす。 

(ﾛ) 第２項又は第３項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこと」とは、発地にお

いて当該運搬物を積込み、運搬を開始した時点から、最終目的地である工場又は事

業所に到着し、当該運搬物を取リ卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両につ

いては、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行ってはならないことをい

う。 

 

３．放射性輸送物の運搬の確認申請等 

規則第１９条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で

放射性同位元素等規制法第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）に規定する国土交通大臣の確認を受けること（放射性同位元

素等規制法第４１条の１９に規定する登録運搬方法確認機関に係るものを除く。）。 

(1) 第１号様式による放射性輸送物運搬確認申請書並びに別表第１の第１欄に掲げる

記載事項について、同表の第２欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画書

及びその添付書類正副２通を提出すること。 

この場合において、当該申請書等は別表第４の第１欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ、同表の第２欄に掲げる所管課に提出すること。原則として申請者は、荷送人と運

送人との連名によるものとする。ただし荷送人と当該輸送物についての責任を有する

ものとが異なる場合、当該輸送物についての責任を有する者も申請者とする。 

(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載



内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞な

く届け出ること。 

また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を１年間保管するこ

と。 

 

４．特別措置運搬承認申請書 

規則第１８条第１項から第３項までの規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸

送物等又は低比放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、第２号様式による特別

措置運搬承認申請書本文並びに別表第１の第１欄に掲げる記載事項について同表の

第２欄の記載要領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副２通を提出

すること。 

この場合において、当該承認申請書等は、別表第４の第１欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ、同表の第２欄に掲げる所管課に提出すること。なお、承認を受けた内容を

変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨当該手続きに準

じて承認を受けること。 

また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を１年間保管するこ

と。 

 

５．積載方法承認の申請等 

(1) 申請 

積載方法承認を受けようとする者は、別表第２の第１欄に掲げる記載事項について

同表の第２欄の記載要領等に従って記載した積載方法承認申請書及び別表第３の第

２欄の記載要領等に従って記載した同表の第１欄に掲げる添付書類正副２通を提出

すること。 

この場合において、当該申請書等は、別表第４の第１欄に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ、同表の第２欄に掲げる所管課に提出すること。なお、施行規則第１８条の１７

第３項に規定する容器については、一括して申請することができる。 

(2) 承認の基準 

積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものとす

る。 

(ｲ) 運搬中、移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように

保たれていること。 

(ﾛ) 同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。 

(ﾊ) 放射性同位元素等規制法第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に基づく国土交通大臣の確認を受けたものと輸送容器

及び固縛方法等が同一であって、国土交通大臣が規則等で定める技術上の基準に適

合すると認めたもの。 

(ﾆ) 前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。 



(3) 承認証の交付 

積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものとす

る。 

なお、当該申請に当たっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことができ

る。 

(4) 変更届 

積載方法承認に係る次に掲げる変更があった場合には、積載方法承認を受けた者は

その旨を国土交通大臣に届け出ること。この場合において、(ｲ)に掲げる変更につい

ては、変更があった日から３０日以内に、(ﾛ)及び(ﾊ)に掲げる変更については、あら

かじめ国土交通大臣へ届け出ること。 

(ｲ) 積載方法承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所 

(ﾛ) 積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合（次に掲げる変更に限る。ただ

し、積載方法が変更前と同等である場合に限る。） 

１）車両の型式に変更がない場合 

２）けん引自動車を変更した場合 

３）国際海上コンテナを運搬する被けん引自動車（ＩＳＯ規格の２０フィートコン

テナをツイストロックにより固定して輸送することができる構造を有している

ものに限る。（以下「コンテナセミトレーラ」という。）を異型式のコンテナセ

ミトレーラに変更する場合 

(ﾊ) 積載方法承認に係る承認容器の容器承認書番号及び容器登録番号に変更があっ

た場合（次に掲げる変更に限る。） 

１）変更前の承認容器と容器型式個別番号並びに設計・仕様及び構造が同一の容器

を追加するため、施行規則第１８条の１７に基づく容器承認の申請を行い、原子

力規制委員会より同規則第１８条の１８に基づき新たな容器承認書の交付を受

けた場合 

２）承認容器の使用期間を更新するため、施行規則第１８条の１９第１項の規定に

基づく使用期間の更新申請を行い、原子力規制委員会より同条第３項に基づき、

原子力規制委員会より新たに容器承認書の交付を受けた場合 

３）容器承認書の交付を受けた者が施行規則第１８条の２０第１項に基づき容器承

認書の変更届出を行ったことにより、原子力規制委員会より変更の容器承認書の

交付を受けた場合



別表第１  運搬計画書等記載事項等 

         記 載 事 項          記 載 要 領 等 

 

１．運搬の目的 

 

２．当該規定に従って運搬することが著し

く困難な規定及びその理由並びに安全

な運搬を確保するために特に講ずる措

置（規則第１８条第１項の規定に基づく

承認申請のみ） 

３．当該規定によらないで運搬することと

する規定及びその理由、安全な運搬を確

保するために特に講ずる措置、規則第１

８条第２項の表の下欄に掲げる基準へ

の適合状況並びに当該規定によらない

で運搬することとしても安全上支障が

ないことの説明（規則第１８条第２項の

規定に基づく承認申請のみ） 

４．原子力規制委員会の承認の内容及び承

認の理由、安全な運搬を確保するために

特に講ずる措置並びに表面における線

量当量率が２ミリシーベルト毎時を超

え１０ミリシーベルト毎時以下の放射

性輸送物を運搬する場合には、規則第１

８条第３項第１号及び第２号に掲げる

基準への適合状況（規則第１８条第３項

の規定に基づく承認申請のみ） 

５．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び

住所 

６．運送人の氏名又は名称及び住所 

 

７．予定運搬日時 

８．予定運搬経路 

(1)発地、着地、経路及び距離 

(2)その他 

 

 

 

○ 運搬する放射性同位元素等の用途、発

着地等を簡略に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法人にあっては、その代表者の氏名を

付記すること。 

○ 法人にあっては、その代表者の氏名を

付記すること。 

 

 

 

○ (2)については、必要に応じ、道路名

又は路線名、通過地点、区間距離、キロ

程、所要時間、通過予定時刻、点検、運



 

 

９．運搬しようとする放射性輸送物 

 

 

 

 

(1)放射性輸送物の型式又は名称及び主

要諸元 

(2)放射性輸送物の種類 

 

 

(3)収納し、又は包装する放射性同位元

素等の名称、数量、放射能強度及び性

状 

 

 

 

 

 

(4)放射性輸送物の線量当量率 

 

(5)放射性輸送物の輸送指数 

(6)放射性輸送物に貼付する標識及び行

う表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)放射性輸送物の個数 

(8)原子力委員会決定８０４項への該当

転者の交替予定等を記載し、運行経路図

を添付すること。 

○ 承認申請の場合には、(2)及び(4)を除

き、「放射性輸送物」とあるのは「放射

性同位元素等、放射性輸送物又は低比放

射性同位元素等」と読み替えて記載する

こと。 

○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、高さ､重

量等を記載すること。 

○ (2)については、ＩＰ－１、ＩＰ－２、

ＩＰ－３、Ａ、ＢＭ又はＢＵ型輸送物の

ように記載すること。 

○ (3)については、放射性輸送物ごとに

記載し、性状については、物理的、化

学的状態を記載すること。収納する放

射性同位元素等が汚染物等である場合

には、ＬＳＡ－Ⅱ、ＬＳＡ－Ⅲ、ＳＣ

Ｏ－Ⅰ又はＳＣＯ－Ⅱの区分及びＡ２

値の倍数で示した運搬物の全放射能量

も記載すること。 

○ (4)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

○ (6)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、い

ずれのものを何枚貼付するのか、「Ａ

型」、「ＴＹＰＥ Ａ」、「ＢＭ型」、「Ｔ

ＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」、「ＢＵ型」、「ＴＹＰ

Ｅ Ｂ（Ｕ）」、「ＩＰ－１型」、「ＴＹＰ

Ｅ ＩＰ－１」、「ＩＰ－２型」、「ＴＹ

ＰＥ ＩＰ－２」、「ＩＰ－３型」又は

「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字のうち、

いずれの表示を行うのか及び総重量の

表示について記載し、また、国連番号

を表示する場合には、「ＵＮ」の文字に

続け、その旨についても記載すること。 

 

○ (8)については、昭和５０年１月原子



の有無及びその事由 

 

 

(9)放射性輸送物の基準適合状況 

 

 

 

 

 

 

(10)放射性輸送物取扱上の注意事項 

(11)放射性輸送物の外観図及び構造図 

 

10．オーバーパックの概要 

(1)オーバーパックの名称及び主要諸元 

 

(2)収納し、又は包装する放射性輸送物

の型式又は名称、個数及びオーバーパ

ックへの収納又は包装の方法 

(3)オーバーパックの線量当量率 

 

(4)オーバーパックの輸送指数 

(5)オーバーパックに貼付する標識 

 

 

 

(6)オーバーパックの個数 

(7)オーバーパックの外観図 

 

11．コンテナの概要 

 

 

 

 

(1)コンテナの名称又は型式及び主要諸

元 

(2)収納する放射性輸送物及びオーバー

パックの型式又は名称、個数及びコン

力委員会決定「放射性物質等の輸送に関

する安全基準」８０４項ａからｆまでに

ついて記載すること。 

○ (9)については、原子力規制委員会の

運搬確認証の番号及び輸送容器の登録

番号を記載し、当該確認証の写しを添付

すること。 

原子力規制委員会の運搬確認申請中

のものにあっては、その旨並びに申請書

の日付及び番号を記載すること。 

 

○ (11)の外観図は、三面図及び鳥かん図

によること。 

 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量等を記載すること。 

○ (2)については、オーバーパックごと

に記載すること。 

 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのかを記載するこ

と。 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

○ 承認申請の場合には、(2)の「放射性

輸送物及びオーバーパック」を「放射性

同位元素等、放射性輸送物等又は低比放

射性同位元素等」と読み替えて記載する

こと。 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量、適合規格等を記載すること。 

○ (2)については、コンテナごとに記載

すること。 



テナへの収納方法 

(3)コンテナの線量当量率 

 

(4)コンテナの輸送指数 

(5)コンテナに貼付する標識 

 

 

 

 

 

(6)コンテナの個数 

(7)コンテナの外観図 

 

12．タンクの概要 

(1)タンクの名称又は型式及び主要諸元 

 

(2)収納する低比放射性同位元素等の名

称、数量、放射能強度及び性状 

 

 

 

(3)タンクの線量当量率 

 

(4)タンクの輸送指数 

(5)タンクに貼付する標識 

 

 

 

 

 

(6)タンクの個数 

(7)タンクの外観図 

 

13．車両及び積載方法 

(1)車両の概要 

 

 

 

 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのか及びコンテナ

標識の貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合には、その

旨についても記載すること。 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量、適合規格等を記載すること。 

○ (2)については、タンクごとに記載す

ること。名称については、ＬＳＡ－Ⅰ又

はＳＣＯ－Ⅰの区分も記載し、性状につ

いては、物理的、化学的性状を記載する

こと。 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのか及びコンテナ

標識の貼付の有無について記載し、ま

た、国連番号を表示する場合には、その

旨についても記載すること。 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

 

○ (1)については、鉄道、軌道、索道又

は無軌条電車により運搬する場合には、

当該運搬に使用する車両の許容積載量

及び有がい、無がいの別を、自動車によ



 

 

 

 

(2)車両の外観図並びに積載方法及び固

定方法 

 

 

(3)車両の線量当量率 

 

(4)車両に貼付する標識 

 

 

 

(5)車両に積載する放射性輸送物、オー

バーパック、コンテナ及びタンクの型

式又は名称、個数並びに輸送指数及び

その合計値 

14．運搬実施体制 

(1)運搬責任者、運搬実施者、同行する

専門家及びその他の運搬従事者 

 

 

 

 

 

 

 

(2)放射線管理要領 

 

 

 

(3)被ばく管理要領（規則第１８条第１

項から第３項までの規定に基づく承

認申請のみ） 

 

(4)運搬要領 

 

り運搬する場合には、当該運搬に使用す

る自動車の車名、型式、登録番号及び最

大積載量を記載すること。また、自動車

検査証の写しを添付すること。 

○ (2)については、三面図により示すも

のとし、積載位置、固定等に使用する用

具、固定等の方法、標識の貼付、他の積

載物等が明確にわかるように示すこと。 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

○ (4)については、車両標識の貼付の有

無について記載し、また、国連番号を表

示する場合には、その旨についても記載

すること。 

○ (5)については、車両ごとに記載する

こと。 

 

 

 

○ (1)において運搬責任者については氏

名と連絡先を、運搬実施者については氏

名を、同行する専門家については氏名、

所属、資格等を、その他の運搬従事者に

ついては人数を記載すること。ただし、

規則第１８条第１項から第３項までの

規定に基づく承認申請の場合には、その

他の運搬従事者の全氏名も記載するこ

と。 

○ (2)については、車両、放射性輸送物、

コンテナ等の線量当量率の管理、線量当

量率、測定機器、保護具等について記載

すること。 

○ (3)については、運搬従事者の被ばく

線量の測定、記録等の体制、その他被ば

く管理に係る必要な事項を記載するこ

と。 

○ (4)については、運搬時における駐車

要領、踏切通過要領、悌団時の隊列によ



 

(5)荷役作業要領 

 

 

(6)事故時の措置 

 

15．放射線防護計画 

 

16．教育及び訓練 

 

 

17．特定放射性同位元素の運搬に係る措置 

(1) 放射性輸送物の種類 

 

 

(2) 放射性輸送物の施錠、封印 

 

(3) 荷室又はコンテナの施錠 

 

(4) 車両の盗取防止 

 

(5) 放射性輸送物の積載方法 

 

 

 

(6) 連絡体制（強化セキュリティ輸送物

に限る。） 

 

(7) 見張人の配置（強化セキュリティ輸

送物に限る。） 

(8) 緊急時対応計画（強化セキュリティ

輸送物に限る。） 

(9) 情報管理 

 

18．その他 

る運行体制等を記載すること。 

○ (5)については、荷役時における作業

要領、安全対策、使用する機器又は用具

の種類等について記載すること。 

○ (6)については、事故時の応急措置､連

絡先等を記載すること。 

○ 放射線防護計画の内容、その他必要な

事項を記載すること。 

○ 運搬従事者に対する教育及び訓練の

内容、その他必要な事項を記載するこ

と。 

 

○ (1)については、強化セキュリティ輸

送物又は基礎的セキュリティ輸送物の

別を記載すること。 

○ (2)については、放射性輸送物の施錠

又は封印に関し記載すること 

○ (3)については、施錠方法及び鍵の管

理について記載すること。 

○ (4)については、車両の盗取を防止す

るための措置を記載すること。 

○ (5)については、非開放型の車両以外

の車両又は非開放型のコンテナ以外の

コンテナに積載する場合の措置又は措

置を講じられない理由を記載すること。 

○ (6)については、通信設備、指定連絡

場所、連絡をすべき時間間隔又は場所等

を記載すること。 

○ (7)については、見張人の配置状況を

記載すること。 

○ (8)については、緊急時対応計画の概

要を記載すること。 

○ (9)については、情報の管理方法の概

要を記載すること。 

○ 運搬従事者に対する教育訓練内容そ

の他必要な事項を記載すること。また、

運搬する放射性同位元素等が本邦外を

運搬されるものである場合には、取扱要



領本文２．(11)に掲げる携行書類の記載

事項（以下「携行書類の記載事項」とい

う。）のうち、１）から４）までの事項

及び当該放射性同位元素等が専用積載

で運搬されなければならないものであ

る場合には、携行書類の記載事項のう

ち、12）の事項についても記載すること。

ただし、１．から 14．までの記載事項の

内容に含まれていない場合に限る。 

備考 

用紙は、日本工業規格Ａ列４番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。 

ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大

きさとすること。



別表第２   

          記 載 事 項          記 載 要 領 等 

 

１．申請書本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運搬しようとする放射性輸送物の基 

準適合状況 

３．承認を受けようとする積載方法 

(1) 名称 

(2) 外観図 

 

 

 

(3) 固縛に使用する用具、架台等 

 

 

(4) 運搬に係る車両 

 

 

 

 

(5) 固縛作業 

 

○ 申請書本文の様式は第３号様式によ

ること。なお、申請者は、放射性同位元

素等規制法１８条第２項（同法第２５条

の５の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の確認申請時の申請者又

は同法第１８条第３項の容器承認の申

請者と同法第１８条第２項（同法第２５

条の５の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の申請の際の運搬を委

託された者との連名によるものとする。 

また、申請者が法人である場合にあっ

ては、その代表者の氏名を付記すること。 

○ 原子力規制委員会の容器承認の番号

を記載すること。 

 

 

○ 図面により固定方法、積載位置等を 

明確に示すこと。なお、必要に応じて部

分図を添付すること。 

○ 主要な箇所には寸法を記入すること。 

○ 固縛に使用されるワイヤ、緊締金 

具、架台等の名称及び記号等を記載する

こと。 

○ 鉄道、軌道、索道又は無軌条電車に 

より運搬する場合には、車両の許容積載

量及び有がい、無がいの別を、自動車に

より運搬する場合には、車名、型式、登

録番号及び最大積載量を記載すること。 

○ 固縛作業の手順の詳細を明確に記載 

すること。 

○ 固縛作業において、使用するクレー 

ン等機械、器具の内容及び固縛作業に従

事する者に対し指示すべき事項を記載

すること。 



備考 

用紙は、日本工業規格Ａ列４番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。 

ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大

きさとすること。



別表第３   

          添 付 書 類          記 載 要 領 等 

 

１．車両に関する説明 

 

 

 

 

 

 

２．予定される運搬に関する説明 

 

 

３．強度計算書 

 

 

４．同一積載方法が繰り返し実施できる 

ことの説明 

 

 

５．承認容器について 

 

 

６．国土交通大臣の確認の有無について 

 

 

７．その他 

 

○ 運搬に使用される車両の主要諸元、車

両性能及び積載方法の審査に必要な箇

所の構造、装置の内容について説明する

こと。 

また、自動車により運搬する場合は運

搬に使用される車両の自動車検査証の

写しを添付すること。 

○ 予定される運搬に関し、速度、勾配、

最小回転半径、通行の距離等について説

明すること。 

○ 予定される運搬等において、運搬容器

が容易に移動、転倒、転落等を起こさな

いことを説明すること。 

○ 同一積載方法が繰り返し実施できる

ことを具体的に説明すること。この場

合、積付けに使用される機器、架台等の

劣化についても言及すること。 

○ 承認容器の主要諸元、外観図及び承認

を受けたこと証する書面を添付するこ

と。 

○ 当該運搬において、国土交通大臣によ

る確認を受けている場合はその輸送物

運搬確認証の写しを添付すること。 

○ その他必要な事項がある場合は、その

書面を添付すること。 

 



別表第４    申請先 

                区      分        所 管 課 

(1) 当該運搬が鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車に

よってなされる場合 
鉄道局安全監理官 

(2) 当該運搬が自動車若しくは軽車両によってなされる

場合 
自動車局環境政策課 

 



第１号様式（放射性輸送物運搬確認申請書）             

 

 

 

                        放射性輸送物運搬確認申請書 

 

 

 

 

正本には、所定の金 

額の収入印紙を貼り、 

消印しないこと。 

 

 

  国土交通大臣        殿 

 

 

 

                              文 書 番 号 

                                 年  月  日 

                               申請者の氏名           ○印 

                              又 は 名 称 

                              住 所 

                              連 絡 先 

 

 

 

別添の運搬計画書に記載する放射性輸送物の運搬につき、放射性同位元素等の規

制に関する法律第１８条第２項（同法第２５条の５の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の確認をして戴きたく申請いたします。 

備考  申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 

 



第２号様式（特別措置運搬承認申請書） 

 

 

 

                          特別措置運搬承認申請書 

 

 

 

 

 

  国土交通大臣          殿 

 

 

 

                              文 書 番 号 

                                 年  月  日 

                               申請者の氏名           ○印 

                              又 は 名 称 

                              住 所 

                              連 絡 先 

 

 

 

 放射性同位元素等車両運搬規則第１８条第１項の規定に基づき、下記の放射

性同位元素等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。 

 

                                    記 

備考  申請文中「第１８条第１項」は、当該申請が規則第１８条第２項に基づく場合に

は、「第１８条第２項」と、当該申請が規則第１８条第３項に基づく場合には、「第

１８条第３項」と、第１８条第１項及び第３項に基づく場合には、「第１８条第１項

及び第３項」等と書き換えること。 

また、申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署名することが

できる。 



第３号様式（積載方法承認申請書） 

 

 

 

                            積載方法承認申請書 

 

 

 

 

 

  国土交通大臣          殿 

 

 

 

                              文 書 番 号 

                                 年  月  日 

                               申請者の氏名           ○印 

                              又 は 名 称 

                              住 所 

                              連 絡 先 

 

 

 

放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令第２条の規定に基

づき、下記の積載方法について承認して戴きたく申請いたします。 

 

                                    記 

備考 申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。 

 

 



 

別添２ 

 

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領 

 

１．目的 

本要領は、核燃料物質等車両運搬規則（昭和５３年運輸省令第７２号。以下「規則」

という。）及び核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示（平成２年運輸省告示第５

９６号。以下「告示」という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制

法」という。）第５９条第２項に規定する確認の申請及び規則第１９条の承認の申請（以

下「特別措置運搬承認申請」という。）等について実施細則を定め、もって、これらの円

滑、かつ、適正な実施を図ることを目的とする。 

 

２．規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い 

(1) 規則第２条第２項関係 

(ｲ) 荷送人は、放射性輸送物又は核燃料輸送物を開放型の構造を有する箱又は袋等に

収納し、又は包装する場合においても、個々の放射性輸送物又は核燃料輸送物に付

された標識が見えにくい場合には、オーバーパックに係る基準を満足させるように

努めること。 

(ﾛ) 「タンク」とは、タンクコンテナ、ポータブルタンク、タンク車（自動車及び鉄

道車両）におけるタンクであって、気体、液体、粉体、粒状物、スラリー又は気体

若しくは液体として収納された後に凝固した固体を収納するものをいう。 

(2) 規則第３条、第４条第３項、第１６条、第１６条の２、第１９条第２項及び第３項

関係 

「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいい、運搬に同行する警察官等はこれに

含まれない。 

(3) 規則第７条第２項（告示第２条）、第１１条第２項（告示第９条）関係 

「非固定性汚染」とは、通常の取扱い時において、はく離するおそれがあり、ろ紙

片等によりふきとることができる性質の汚染をいう。 

(4) 規則第９条関係 

(ｲ) 開放型のコンテナであって側方が開放されているものにあっては、当該コンテナ

の四隅の柱、床板の側面等の側方からできるだけ見やすい箇所に告示第４条に定め

る標識を付すこと。 

(ﾛ) 荷送人は、Ｌ型輸送物の運搬を委託する場合には、運送状の品名の欄に「Ｌ型輸

送物（放射性）」等と表示する等により、Ｌ型輸送物（放射性）の運搬を委託する旨

を明らかにし、運搬に従事する者が当該Ｌ型輸送物を取り扱う場合に、容易に判別

できるようにすること。 

(ﾊ) 第２項の総重量、「Ａ型」又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字、「ＢＭ型」又は「ＴＹＰ

Ｅ Ｂ（Ｍ）」の文字、「ＢＵ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の文字、「ＩＰ－１型」

又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－１」の文字、「ＩＰ－２型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」の

文字及び「ＩＰ－３型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字は、原則として１平方

センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。 

(ﾆ) 第２項の「Ａ型」又は「ＴＹＰＥ Ａ」の文字、「ＢＭ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」

の文字、「ＢＵ型」又は「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」の文字、「ＩＰ－１型」又は「ＴＹＰ

Ｅ ＩＰ－１」の文字、「ＩＰ－２型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－２」の文字及び「Ｉ

Ｐ－３型」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」の文字の表示については、本邦内のみを運

搬されるものにあっては、「Ａ型」、「ＢＭ型」、「ＢＵ型」、「ＩＰ－１型」、「ＩＰ－



 

２型」又は「ＩＰ－３型」と、本邦外を運搬されるもの（本邦外を運搬されるため

に、その経路上本邦内を運搬されるものを含む。以下同じ。）にあっては、「ＴＹＰ

Ｅ Ａ」、「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｍ）」、「ＴＹＰＥ Ｂ（Ｕ）」、「ＴＹＰＥ ＩＰ－１」、「Ｔ

ＹＰＥ ＩＰ－２」又は「ＴＹＰＥ ＩＰ－３」と、それぞれ、表示するように努

めること。 

(ﾎ) 第７項のコンテナ標識に係る国連番号は、大型コンテナによる国際複合一貫輸送

を行う場合に、表示するものである。 

(5) 規則第９条第７項（告示第７条第２項）関係 

「６５ミリメートル以上の大きさ」とは、高さが６５ミリメートル以上であること

をいう。 

(6) 規則第１１条第１項関係 

運搬に従事する者に対する線量が、一般人と同様、１ミリシーベルト毎年以下とな

るよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大線量当量率は２０マ

イクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、ＩＰ

－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物、ＩＰ－３型輸送物、Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物又

はＢＵ型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事する者ごとに次のいず

れかの事項を記録し、これを１年間保管すること。 

(ｲ) 核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッド

等にいた時間 

(ﾛ) ポケット線量計、フイルム（ガラス）バッジ等による測定結果 

(7) 規則第１１条第２項関係 

汚染された区域への車両の進入、輸送物からの放射性物質等の漏えい等により車両

が汚染された可能性がある場合には、当該車両について、汚染の検査を行うこと。 

(8) 規則第１１条第２項（告示第９条）関係 

「固定性汚染」とは、(3) の非固定性汚染以外の汚染をいう。 

(9) 規則第１２条第２項関係 

車両標識に係る国連番号は、同一の車両に積載された状態で本邦外を運搬する場合

に、表示するものである。 

(10) 規則第１２条第３項関係 

前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方３００メートルの距

離から点燈を確認できるものであること。 

(11) 規則第１４条関係 

(ｲ) 携行する書類（電子媒体であって、輸送中に利用可能であるものを含む。）は、各

運搬物に関する次の事項についての記載を含むものであること。ただし、本邦内の

みを運搬されるものにあっては、１）から４）までの事項及び 13）の事項における

英語の文字について、省略することができる。 

１）運搬する核燃料物質等の品名に応じた国連番号 

２）運搬する核燃料物質等の告示別表に定める品名 

３）国連分類番号「７」 

４）２）の品名中に含まれていない場合には、「ＲＡＤＩＯＡＣＴＩＶＥ ＭＡＴＥ

ＲＩＡＬ（放射性物質）」という文字 

５）運搬する核燃料物質等の名称（主な核種の記号） 

６）運搬する核燃料物質等の物理的及び化学的性状についての記述（当該核燃料物質

等が特別形核燃料物質等である場合には、その旨の記述でよい。）     

７）運搬する核燃料物質等のベクレル（Ｂｑ）単位で表された放射能の量の合計（核

分裂性物質にあっては、グラム単位又はその倍数単位で表された核分裂性物質の質

量の合計でもよい。） 



 

８）核燃料輸送物又は低比放射性物質等が収納されたコンテナ若しくはタンクの分類

（第１類白標識、第２類黄標識又は第３類黄標識のうち、いずれのものを貼付する

か及び臨界安全指数標識の貼付。） 

９）核燃料輸送物、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されたコンテナ若

しくはタンクの輸送指数 

10）核分裂性物質にあっては、次の内容 

ⅰ）核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る

細目等を定める告示（平成２年科学技術庁告示第５号。以下「核燃料物質科学技

術庁告示」という。）第２３条第１号から第６号のうちのいずれかが適用されて

いるものは当該項目への言及 

ⅱ）核燃料物質科学技術庁告示第２３条第３号から第５号のいずれかが適用されて

いるものは核分裂性核種の合計重量 

ⅲ）核燃料物質科学技術庁告示第２３条の２第１号ハ(1)から(3)又は第２号のうち

いずれかが適用されているものは当該項目への言及 

ⅳ）核分裂性輸送物にあっては臨界安全指数 

11）核燃料輸送物又は低比放射性物質等が収納されたコンテナ若しくはタンクに係る

承認番号（容器承認番号、特別措置に係る承認番号等） 

12）オーバーパック又はコンテナに核燃料輸送物を収納し、又は包装する場合には、

オーバーパック又はコンテナについての詳細な記述（収納され、又は包装された核

燃料輸送物及びオーバーパックの個数、オーバーパック又はコンテナへの収納又は

包装の方法、収納され、又は包装された核燃料物質等のベクレル（Ｂｑ）単位で表

された放射能の量の合計（核分裂性物質にあっては、グラム単位又はその倍数単位

で表された核分裂性物質の質量の合計でもよい。）、オーバーパック又はコンテナの

分類（第１類白標識、第２類黄標識又は第３類黄標識のうち、いずれのものを貼付

するか及び臨界安全指数標識の貼付。）、オーバーパック又はコンテナの輸送指数及

び臨界安全指数、オーバーパック又はコンテナに係る承認番号（特別措置に係る承

認番号等）、その他必要な事項） 

13）運搬物が専用積載で運搬されなければならない場合には、「ＥＸＣＬＵＳＩＶＥ 

ＵＳＥ ＳＨＩＰＭＥＮＴ（専用積載による運搬）」の文字 

14）ＬＳＡ－Ⅱ、ＬＳＡ－Ⅲ、ＳＣＯ－Ⅰ及びＳＣＯ－Ⅱについては、Ａ２値の倍数

で示した全放射能量。ただし、Ａ２値が無制限である核燃料物質については、Ａ２

値の倍数をゼロとすること。 

15）運搬方法（運搬車両、積付け方法等）に関すること。 

16）運搬経路に関すること。 

17）運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等 

18）運搬中（又は駐車中（道路輸送に限る。））の見張人に関すること。 

19）輸送物の受渡し地点及びその予定時刻 

20）運搬中の連絡通報に関すること及び緊急時における当該運搬物に必要な措置 

当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説明がな

され、かつ、保安のために必要な内容については、輸送物引き渡しまでに荷受人に

も提供されるものであること。 

(ﾛ) Ｌ型輸送物（防護対象特定核燃料物質が収納されているものを除く。）を運搬する

場合にあっては、当該輸送物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬

に関し留意すべき事項を記載した書面を携行するよう努めること。 

(ﾊ) 防護対象特定核燃料物質を運搬する場合に携行しなければならない書類は、あら

かじめ荷送人、荷受人及び運送人の間で、協議及び調整を行った上で作成すること。

この場合において、次の事項について配慮すること。 



 

１）他の輸送手段と一貫して運搬する場合にあっては、特別の事由がある場合を除き、

全体の輸送時間、積替回数及び積替時間が最小となるようにすること。 

２）運搬経路の選定に当たっては、特別な事由がある場合を除き、自然災害等による

突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を通過するようにすること。さらに道路

輸送にあっては、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。 

３）道路輸送中において、積替えを予定しないこと。 

４）定期的に毎月同一日時に輸送する等の反復継続する輸送は、避けるよう努めるこ

と。 

(12) 規則第１５条関係 

核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して通行の

安全を確保するための規定である。本規則の実施に当たっては、次によること。 

(ｲ) ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する場合にあっては、「危

険物の規制に関する規則」（昭和３４年総理府令第５５号）第４７条の２の規定に準

ずること。 

(ﾛ) 核燃料輸送物等を運搬する場合には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準（平成元年２月９日労働省告示第７号）」に準拠すること。 

  なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、か

つ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。 

(13) 規則第１６条の４関係 

教育及び訓練については、定期的に計画し実施すること。 

(14) 規則第１７条第２項関係 

「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。 

(ｲ) 原子炉等規制法第４１条に規定する原子炉主任技術者免状を有する者又は原子炉

主任技術者試験筆記試験合格者 

(ﾛ) 原子炉等規制法第２２条の３に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者 

(ﾊ) 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号。以下「放射

性同位元素等規制法」という。）第３５条に規定する第１種放射線取扱主任者免状を

有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し１年以上の経験を有する者 

(ﾆ) 放射性同位元素等規制法第３５条に規定する第２種放射線取扱主任者免状を有し、

かつ、核燃料物質の取扱いに関し２年以上の経験を有する者 

(ﾎ) 核燃料物質の取扱いに関し、(ｲ)から(ﾆ)までに掲げる者と同等以上の知識及び経

験を有すると認められる者 

(15) 規則第１７条の２第１項関係 

(ｲ) 運搬開始前に施錠、封印等に異常がないことを点検すること。 

(ﾛ) 安全性配慮の優先事項がない限り、核燃料輸送物等（防護対象特定核燃料物質が

収納されているものに限る。）は、施錠及び封印を行った有がい車両（バン型自動車、

有がい貨物車又は有がい貨物車と同等の措置を講じた車両をいう。以下同じ。）に積

載し運搬すること。 

コンテナの中に収納して運搬する場合には、当該コンテナは非開放型の構造のもの

であり、かつ、施錠及び封印を行い運搬すること。ただし、当該コンテナに収納され

ている核燃料輸送物（防護対象特定核燃料物質が収納されているものに限る。）の防

護のため、施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 

なお、当該核燃料輸送物の取扱単位毎の重量が２，０００キログラムを超える場合

は、開放型のコンテナ又は無がい車両（開放型の車両をいう。以下同じ。）により運

搬することができる。 

(ﾊ) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和３２年政令

第３２４号。以下「令」という。）第４８条の表第２号の下欄に掲げる物質を運搬す



 

る場合にあっては、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置のほか、次の措置を講じること。 

１）有がい車両又は非開放型のコンテナに施す施錠は異なる鍵を有した複数の者によ

る解錠が必要となる機構であること。 

２）開放型のコンテナ又は無がい車両により運搬する場合にあっては追加の防護措置

を講じること。 

(16) 規則第１７条の２第２項関係 

特定核燃料輸送物等を運搬する場合には、専用積載とすること。 

(17) 規則第１７条の２第３項関係 

道路輸送中において令第４８条の表第２号の下欄に掲げる物質を運搬する車両の

盗取が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、当該車両の盗取を防止す

るための措置を講じること。 

(18) 規則第１７条の２第４項関係 

「連絡体制」として整備しなければならない事項は、次の事項とする。なお、運搬

統括責任者及び運搬実施責任者については、２．(20)を参照のこと。 

(ｲ) 道路輸送の場合 

１）運搬する車両及び伴走車両ごとに相互に連絡通報を行うことができる通信設備を

設けること。 

２）運搬中、運搬統括責任者が電話等により、運搬実施責任者から連絡を受ける場所

（以下「指定連絡場所」という。）を指定すること。なお、令第４８条の表第２号

の下欄に掲げる物質を運搬する場合の指定連絡場所は、規則第１７条の２第９項

でいう妨害破壊行為等の脅威の存在下でその機能が維持出来るよう、見張人による

出入り管理等が厳重に実施された場所に設置すること。 

３）指定連絡場所へ連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所を定める

こと。 

４）令第４８条の表第２号の下欄に掲げる物質を運搬する場合は、運搬する車両、伴

走車両及び指定連絡場所間の通信に盗聴が防止された複数の種類の異なる通信設

備を設けること。また、これらの通信設備は運搬する車両及び伴走車両の複数の車

両に分散して設置すること。ただし、特別な事由があり複数の通信設備を設置する

ことが困難な場合は、同等な代替措置とすることができる。 

(ﾛ) 鉄道輸送の場合 

１）指定連絡場所を指定すること。 

２）指定連絡場所へ連絡を行うべき予定停車駅（以下「予定連絡停車駅」という。）

を定めること。 

(19) 規則第１７条の２第５項関係 

(ｲ) 運搬統括責任者及び見張人又は運搬実施責任者及び見張人は、運搬開始前に運搬

車両を検査すること。 

(ﾛ) 運搬実施責任者及び見張人は、(ｲ) に定める措置の他、次の措置を講じること。 

１）道路輸送中において、伴走車両に添乗する等により運搬車両に随行すること。 

２）鉄道輸送中においては、輸送物を積載した車両又はその直前若しくは直後の車両

に添乗すること。 

(ﾊ) 運搬実施責任者は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次の措置を講じること。 

１）規則第１４条に定める「書類」を携帯すること。 

２）道路輸送中においては、２．(18) (ｲ) ３）の連絡をすべき時間間隔又は運搬経

路上の連絡すべき場所において、指定連絡場所へ連絡を行うこと。 

３）鉄道輸送中においては、予定連絡停車駅において指定連絡場所へ連絡を行うこと。 

(ﾆ) 見張人は、(ｲ)及び(ﾛ)に定める措置の他、次の措置を講じること。 

１）他の輸送手段への積替え及び他の積荷の積替え時には、輸送物を連続的に監視す



 

るか施錠、封印等を頻繁に点検すること。 

２）道路輸送中においては、積載車両を連続的に監視すること。 

３）道路輸送中の駐車時及び停車時においては、輸送物又はコンテナを連続的に監視

すること。ただし、積載車両が有がい車両である場合は、当該有がい車両を監視す

ること。 

４）鉄道輸送中の停車時においては、輸送物又は施錠、封印等を点検すること。 

(ﾎ) 運搬中において予期しない長時間の駐車を行う場合であっても、実施可能な範囲

で特定核燃料物質の保安及び防護のため必要な措置を行うこと。 

(20) 規則第１７条の２第６項関係 

「運搬責任者」に相当する者として、運搬統括責任者及び運搬実施責任者を任ずる

ものとする。この場合において、運搬統括責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護

のために必要な措置について統一的に管理するため、運搬計画全体に係る管理的又は

監督的地位にある者のうちから選任すること。 

また、運搬実施責任者は、運搬統括責任者の命に従い、当該運搬に同行し、保安及

び特定核燃料物質の防護のために必要な監督及び連絡を行うため、当該運搬に従事す

る者に対して必要な指示を行うことができる監督的地位にある者のうちから選任す

ること。 

(21) 規則第１７条の２第７項関係 

(ｲ) 妨害破壊行為等に迅速に対応するため、治安当局とあらかじめ打ち合わせを行っ

た上で、次の事項に考慮した緊急時対応計画を作成すること。 

１）妨害破壊行為等の未然防止のために必要な事項 

２）応急措置の実施のために必要な事項 

３）被害拡大防止のために必要な事項 

４）緊急時対応措置を確実に実施するための運搬従事者に対する教育及び訓練 

(ﾛ) 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を継続して適切に維持するため、次の

事項を考慮した計画を作成すること。ただし、これらの事項が記載された文書が既

に作成されている場合には、当該文書をもって、これに代えることができる。 

１）核セキュリティ文化の醸成（経営責任者の関与を含む）に関すること。 

２）品質保証に関すること。 

３）持続可能性プログラムに関すること。 

(22) 規則第１７条の２第８項関係 

特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項の取扱いについて

は、「防護対象特定核燃料物質の輸送に係る核物質防護に関する情報の取扱いについ

て」（平成２０年１２月２２日 20 文科科第９１９号、平成 20･10･07 原院第３号、国

総技第８４号）を踏まえ適切に管理すること。 

(23) 規則第１７条の２第９項関係 

妨害破壊行為等の脅威に対応しなければならない核燃料輸送物等を運搬する場合

には、その運搬に先立ち必要に応じ講じる防護措置について、別表第２の第１欄に掲

げる区分に応じ、それぞれ、同表の第２欄に掲げる所管課と十分な時間的余裕をもっ

て打ち合わせを行うこと。 

(24) 規則第１９条関係 

(ｲ) 第２項又は第３項の「関係者以外の者が当該核燃料輸送物、オーバーパック、コ

ンテナ又はタンク（以下「運搬物」という。）に近づくことを防止する措置」とは、

有がい車両の貨物室内部に当該運搬物を積載し、施錠すること、又は無がい車両に

積載された当該運搬物を金属性のケージ等で覆い、当該ケージをボルト等により車

両に固定する等の措置をいう。この場合において、当該ケージの表面は車両表面と

みなす。 



 

(ﾛ) 第２項又は第３項の「運搬中に積込み及び取卸しをしないこと」とは、発地にお

いて当該運搬物を積込み、運搬を開始した時点から、最終目的地である工場又は事

業所に到着し、当該運搬物を取卸し、運搬が終了するまでは、当該運搬車両につい

ては、当該運搬物及び他の貨物の積込み及び取卸しを行ってはならないことをいう。 

 

３．核燃料輸送物の運搬の確認申請等 

規則第２０条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次の要領で原子炉

等規制法第５９条第２項に規定する国土交通大臣の確認を受けること。 

(1) 第１号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第１の第１欄に掲げる記

載事項について、同表の第２欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画書及

びその添付書類正副２通を提出すること。 

この場合において、当該申請書等は別表第２の第１欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ、同表の第２欄に掲げる所管課に提出すること。 

原則として申請者は、荷送人と運送人との連名によるものとする。ただし荷送人と

当該輸送物についての責任を有する者とが異なる場合、当該輸送物についての責任を

有する者も申請者とする。 

(2) 申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記載

内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅滞な

く届け出ること。 

また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を１年間保管するこ

と。 

 

４．特別措置運搬承認申請 

規則第１９条第１項から第３項までの規定に基づき、核燃料物質等、核燃料輸送物等

又は低比放射性物質等を運搬しようとする場合は、第２号様式による特別措置運搬承認

申請書本文並びに別表第１の第１欄に掲げる記載事項について同表の第２欄の記載要領

等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副２通を提出すること。 

この場合において、当該承認申請書等は、別表第２の第１欄に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ、同表の第２欄に掲げる所管課に提出すること。 

なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかに

し、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。 

また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を１年間保管すること。 

 

 



 

別表第１  運搬計画書等記載事項等 

 

         記 載 事 項          記 載 要 領 等 

 

１．運搬の目的 

 

２．当該規定に従って運搬することが著し

く困難な規定及びその理由並びに安全

な運搬を確保するために特に講ずる措

置（規則第１９条第１項の規定に基づく

承認申請のみ） 

３．当該規定によらないで運搬することと

する規定及びその理由、安全な運搬を確

保するために特に講ずる措置、規則第１

９条第２項の表の下欄に掲げる基準へ

の適合状況並びに当該規定によらない

で運搬することとしても安全上支障が

ないことの説明（規則第１９条第２項の

規定に基づく承認申請のみ） 

４．原子力規制委員会の承認の内容及び承

認の理由、安全な運搬を確保するために

特に講ずる措置並びに表面における線

量当量率が２ミリシーベルト毎時を超

え１０ミリシーベルト毎時以下の核燃

料輸送物を運搬する場合には、規則第１

９条第３項第１号及び第２号に掲げる

基準への適合状況（規則第１９条第３項

の規定に基づく承認申請のみ） 

５．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び

住所 

６．運送人の氏名又は名称及び住所 

 

７．予定運搬日時 

８．予定運搬経路 

(1) 発地、着地、経路及び距離 

(2) その他 

 

 

 

 

 

 

 

９．運搬しようとする核燃料輸送物 

 

 

 

 

○  運搬する核燃料物質等の用途、発着 

地等を簡略に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法人にあっては、その代表者の氏名 

を付記すること。 

○ 法人にあっては、その代表者の氏名 

を付記すること。 

 

 

 

○ (2)については、必要に応じ、道路名

又は路線名、通過地点、区間距離、キロ

程、所要時間、通過予定時刻、点検、運

転者の交替予定等を記載し、運行経路図

を添付すること。また、特別の事由があ

る場合を除き、道路輸送にあっては緊急

時における代替経路図についても添付

すること。 

○ 承認申請の場合には、(2)及び(4)を除

き、「核燃料輸送物」とあるのは「核燃

料物質等、核燃料輸送物又は低比放射性

物質等」と読み替えて記載すること。 



 

(1) 核燃料輸送物の型式又は名称及び  

主要諸元 

(2) 核燃料輸送物の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 収納する核燃料物質等の名称、数  

量、放射能強度及び性状 

 

 

 

 

 

 

(4) 核燃料輸送物の輸送制限個数（核分

裂性輸送物のみ） 

(5) 核燃料輸送物の線量当量率 

 

(6) 核燃料輸送物の輸送指数及び臨界  

安全指数 

(7) 核燃料輸送物に貼付する標識及び  

行う表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 核燃料輸送物の個数 

 (9) 核燃料輸送物の基準適合状況 

 

 

 

 

 

○ (1)の主要諸元は、長さ、幅、高さ､重

量等を記載すること。 

○ (2)については、ＩＰ－１、ＩＰ－２、

ＩＰ－３、Ａ、ＢＭ又はＢＵ型輸送物（核

分裂性輸送物）のように記載すること。

また、核燃料輸送物に防護対象特定核燃

料物質が収納されている場合には、運搬

の取決めに関する規則（平成１２年総理

府令第１２号）第２条の申請の際記載す

る、運搬される特定核燃料物質の区分

（区分Ⅰ、区分Ⅱ又は区分Ⅲ）を併記す

ること。 

○ (3)については、核燃料輸送物ごとに

記載し、性状については、物理的、化学

的状態を記載すること。また、収納する

核燃料物質等が汚染物である場合には、

ＬＳＡ－Ⅱ、ＬＳＡ－Ⅲ、ＳＣＯ－Ⅰ又

はＳＣＯ－Ⅱの区分及びＡ２値の倍数で

示した運搬物の全放射能量も記載する

こと。 

 

 

○ (5)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

 

○ (7)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを何枚貼付するのか及び臨界

安全指数標識の貼付の有無、「Ａ型」、

「ＴＹＰＥ Ａ」、「ＢＭ型」、「ＴＹＰ

Ｅ Ｂ（Ｍ）」、「ＢＵ型」、「ＴＹＰＥ 

Ｂ（Ｕ）」、「ＩＰ－１型」、「ＴＹＰＥ 

ＩＰ－１」、「ＩＰ－２型」、「ＴＹＰＥ 

ＩＰ－２」、「ＩＰ－３型」又は「ＴＹＰ

Ｅ ＩＰ－３」の文字のうち、いずれの

表示を行うのか及び総重量の表示につ

いて記載し、また国連番号を表示する場

合には、「ＵＮ」の文字に続け、その旨

についても記載すること。 

 

○ (9)については、原子力規制委員会の

運搬確認証の番号及び輸送容器の登録

番号を記載し、当該確認証の写しを添付

すること。 

原子力規制委員会の運搬確認申請中

のものにあっては、その旨並びに申請書



 

 

 (10) 核燃料輸送物取扱上の注意事項 

 (11) 核燃料輸送物の外観図及び構造図 

 

10．運搬しようとする特定核燃料物質の 

種類、総量等 

 

 

 

11．オーバーパックの概要 

(1) オーバーパックの名称及び主要諸  

元 

(2) 収納し、又は包装する核燃料輸送  

物の型式又は名称、個数及びオーバ  

ーパックへの収納又は包装の方法 

(3) オーバーパックの線量当量率 

 

(4) オーバーパックの輸送指数及び臨  

界安全指数 

(5) オーバーパックに貼付する標識 

 

 

 

 

(6) オーバーパックの個数 

(7) オーバーパックの外観図 

 

12．コンテナの概要 

 

 

 

(1) コンテナの名称又は型式及び主要  

諸元 

(2) 収納する核燃料輸送物及びオーバ  

ーパックの型式又は名称、個数及び  

コンテナへの収納方法 

(3) コンテナの線量当量率 

 

(4) コンテナの輸送指数及び臨界安全  

指数 

(5) コンテナに貼付する標識 

 

 

 

   

 

 

の日付及び番号を記載すること。 

 

○ (11)の外観図は、三面図及び鳥かん図

によること。 

○ プルトニウムにあってはプルトニウ

ム 238 の同位体濃度を、ウランにあって

は濃縮度を、使用済燃料にあっては吸収

線量率が１グレイ毎時を超えるかどう

かを併記すること。 

 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量等を記載すること。 

○ (2)については、オーバーパックごと

に記載すること。 

 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのかを記載し、臨界

安全指数標識の貼付の有無についても

記載すること。 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

○ 承認申請の場合には、(2)の「核燃料

輸送物及びオーバーパック」を「核燃料

物質等、核燃料輸送物等又は低比放射性

物質等」と読み替えて記載すること。 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量、適合規格等を記載すること。 

○ (2)については、コンテナごとに記載

すること。 

 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのか及びコンテナ

標識並びに臨界安全指数標識の貼付の

有無について記載し、また、国連番号を

表示する場合には、その旨についても記

載すること。 



 

(6) コンテナの個数 

(7) コンテナの外観図 

 

(8) コンテナの施錠、封印等 

 

 

 

13．タンクの概要 

(1) タンクの名称又は型式及び主要諸  

元 

(2) 収納する低比放射性物質等の名  

称、数量、放射能強度及び性状 

 

 

 

(3) タンクの線量当量率 

 

(4) タンクの輸送指数及び臨界安全指  

数 

(5) タンクに貼付する標識 

 

 

 

 

 

  

(6) タンクの個数 

(7) タンクの外観図 

 

14．車両及び積載方法 

(1) 車両の概要 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 車両の外観図並びに積載方法及び  

固定方法 

 

 

(3) 車両の線量当量率 

 

(4) 車両に貼付する標識 

 

 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

○ (8)については、施錠及び封印又はこ

れと同等以上の措置に係る詳細図を添

付すること。 

 

 

○ (1)の主要諸元については、長さ、幅、

高さ、重量、適合規格等を記載すること。 

○ (2)については、タンクごとに記載す

ること。名称については、ＬＳＡ－Ⅰ又

はＳＣＯ－Ⅰの区分も記載し、性状につ

いては、物理的、化学的性状を記載する

こと。 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

 

 

○ (5)については、第１類白標識、第２

類黄標識又は第３類黄標識のうち、いず

れのものを貼付するのか及びコンテナ

標識並びに臨界安全指数標識の貼付の

有無について記載し、また、国連番号を

表示する場合には、その旨についても記

載すること。 

 

○ (7)については、三面図及び鳥かん図

によること。 

 

○ (1)については、鉄道、軌道、索道又

は無軌条電車により運搬する場合には、

当該運搬に使用する車両の許容積載量

及び有がい、無がいの別を、自動車によ

り運搬する場合には、当該運搬に使用す

る自動車の車名、型式、登録番号及び最

大積載量を記載すること。また、自動車

検査証の写しを添付すること。 

○ (2)については、三面図により示すも

のとし、積載位置、固定等に使用する用

具、固定等の方法、標識の貼付、他の積

載物等が明確にわかるように示すこと。 

○ (3)については、その位置を付記又は

図示すること。 

○ (4)については、車両標識の貼付の有

無について記載し、また、国連番号を表

示する場合には、その旨についても記載



 

 

(5) 車両に積載する核燃料輸送物、オ  

ーバーパック、コンテナ及びタンク  

の型式又は名称、個数並びに輸送指  

数及び臨界安全指数のそれぞれの合  

計値 

15．運搬実施体制 

(1)運搬統括責任者、運搬実施責任者、

見張人、同行する専門家及びその他の

運搬従事者 

 

 

 

 

 

 

 

(2)放射線管理要領 

 

 

 

(3)被ばく管理要領（規則第１９条第１

項から第３項までの規定に基づく承

認申請のみ） 

 

(4)運搬要領 

 

 

 

(5)連絡体制 

 

 

(6)荷役作業要領 

 

 

(7)事故時の措置 

 

16．放射線防護計画 

 

17．教育及び訓練 

 

 

18．緊急時対応計画 

 

 

 

19．情報管理 

すること。 

○ (5)については、車両ごとに記載する

こと。 

 

 

 

 

○ (1)において運搬統括責任者について

は職名、氏名及び連絡先を、運搬実施責

任者については職名及び氏名を、見張人

については人数を、同行する専門家につ

いてはその氏名、所属、資格等を、その

他の運搬従事者については人数を記載

すること。ただし、規則第１９条第１項

から第３項までの規定に基づく承認申

請の場合には、その他の運搬従事者の全

氏名も記載すること。 

○ (2)については、車両、核燃料輸送物、

コンテナ等の線量当量率の管理、線量当

量率、測定機器、保護具等について記載

すること。 

○ (3)については、運搬従事者の被ばく

線量の測定、記録等の体制、その他被ば

く管理に係る必要な事項を記載するこ

と。 

○ (4)については、運搬時における駐車

要領、監視及び点検要領、踏切通過要領、

悌団時の隊列による運行体制等を記載

すること。 

○ (5)については、通信設備、指定連絡

場所、連絡をすべき時間間隔又は場所等

を記載すること。 

○ (6)については、荷役時における作業

要領、安全対策、使用する機器又は用具

の種類等について記載すること。 

○ (7)については、事故時の応急措置、

連絡先等を記載すること。 

○ 放射線防護計画の内容、その他必要な

事項を記載すること。 

○ 運搬従事者に対する教育及び訓練の

内容、その他必要な事項を記載するこ

と。 

○ 緊急時対応の概要を記載すること。 

○ 防護の措置を継続して適切に維持す

るための取り組みについて、概要を記載

すること。 

○ 情報の管理方法を記載すること。 



 

 

 

 

20．特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置

等 

 

 

 

 

21．その他 

なお、申請各社が別途定める情報管理方法

を記載した書類等を添付することによ

り、この記載に変えることができる。 

○ 規則第１７条の２第９項に定める核

燃料輸送物等を運搬する場合には、同条

に規定する国土交通大臣が別に定める

妨害破壊行為等の脅威に対し講じた必

要な措置の詳細について記載した書類

を添付すること。 

○ 運搬する核燃料物質等が本邦外を運

搬されるものである場合には、取扱要領

本文２．(11)に掲げる携行書類の記載事

項（以下「携行書類の記載事項」という。）

のうち、１）から４）までの事項及び当

該核燃料物質等が専用積載で運搬され

なければならないものである場合には、

携行書類の記載事項のうち、13）の事項

についても記載すること。ただし、１．

から 15．までの記載事項の内容に含まれ

ていない場合に限る。 

備考 

１．用紙は、日本工業規格Ａ列４番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。た

だし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大き

さとすること。 

２．下線を付した事項については、令第４８条の表第２号の下欄に掲げる物質を運搬す

る場合に限る。 

 

 



 

別表第２    申請先 

                区      分        所 管 課 

(1)当該運搬が鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車に

よってなされる場合 
鉄道局安全監理官 

(2)当該運搬が自動車若しくは軽車両によってなされる

場合 
自動車局環境政策課 

 



 

第１号様式（核燃料輸送物運搬確認申請書）             

 

 

 

                        核燃料輸送物運搬確認申請書 

 

 

 

 

正本には、所定の金 

額の収入印紙を貼り、 

消印しないこと。 

 

 

国土交通大臣     殿 

 

 

 

                              文 書 番 号 

                                 年  月  日 

                               申請者の氏名           ○印 

                              又 は 名 称 

                              住 所 

                              連 絡 先 

 

 

 

別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第５９条第２項の確認をして戴きたく申請い

たします。 

備考  申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 



 

第２号様式（特別措置運搬承認申請書） 

 

 

 

                          特別措置運搬承認申請書 

 

 

 

 

 

  国土交通大臣      殿 

 

 

 

                              文 書 番 号 

                                 年  月  日 

                               申請者の氏名           ○印 

                              又 は 名 称 

                              住 所 

                              連 絡 先 

 

 

 

核燃料物質等車両運搬規則第１９条第１項の規定に基づき、下記の核燃料物質

等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。 

 

                                    記 

備考  申請文中「第１９条第１項」は、当該申請が規則第１９条第２項に基づく場合には、

「第１９条第２項」と、当該申請が規則第１９条第３項に基づく場合には、「第１９条

第３項」と、第１９条第１項及び第３項に基づく場合には、「第１９条第１項及び第３

項」等と書き換えること。 

また、申請者は、氏名又は名称を記載し、押印することに代えて、署名することが

できる。 




